
日
本
霊
異
記
上
巻
第
五
話
と
日
本
書
紀

水

野

柳

太

郎

「
本
記
」
と
寺
院
縁
起

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
五
話

「信
敬
三
寳
得
現
報
縁
」

に
は
、

は
じ
め
に
、

大
花
位
大
部
屋
栖
野
古
連
公
者
、
紀
伊
國
名
草
郡
宇
治
大
伴
連

等
先
祖
也
。
天
年
澄
情
、
重
尊
三
寳
。
案
本
記
日
。
①

と
あ

っ
て
、

こ
れ
以
下
は

「本
記
」
に
依

っ
て

「大
部
屋
栖
野
古
」

と
聖
徳
太
子

に
関
す
る
説
話
を
記
し
て
い
る
。

こ
の

「本
記
」
は
、
八
世
紀
中
ご
ろ
以
降
に
、
屋
栖
野
古
の
功
績

を
述

べ
、
紀
伊
国
名
草
郡
の
宇
治
大
伴
連
が
改
姓
を
願
い
、
あ
る
い

は
郡
司

の
譜
第
の
承
認
求
め
た
と
き
の
上
申
文
書
で
あ
ろ
う
。

「大

部
屋
栖
野
古
連
公
」
を
、
大
伴
氏
の
中
心
人
物
で
あ
る
と
す
る
見
解

が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
説
話
の
内
容
を
過
信
し
た
誤
解
で
あ

っ

て
、
紀
伊
の
国
大
伴
連
に
関
す
る
説
話
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

「
本
記
」

に
見
え
る
日
付
に
は
お
よ
そ
三
種
類
が
あ

っ
て
、
『日
本

書
紀
』
の
日
付
や
記
事
と
奇
妙
な
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「本
記
」

の
作
成
に
あ
た
り
、
『書
紀
』
編
纂
の
材
料
と
関
係
が
あ
る
い
く
つ

か
の
寺
院
縁
起
な
ど
を
見
て
、
そ
の
年
月

と
内
容
、
あ
る
い
は
適
当

な
年
月

・
年
月
と
日
付

の
干
支
な
ど
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「本
記
」
の
成
立
時
期
は
降

っ
て
も
、

そ
こ
に
利
用
さ
れ
た
寺
院
縁
起
に
は
、

『
書
紀
』
の
材
料
と
な

っ
た

時
期
の
姿
を
遺
す
と
こ
ろ
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に

注
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

『
霊
異
記
』

の
引
用
は
、
「
興
福
寺
本
」
と

「国
会
図
書
館
本
」
を

利
用
し
て
、
意
味
が
通
ず
る
よ
う
に
私
見

に
よ

っ
て
改
め
た
。
引
用

の
順
は
、
『
霊
異
記
』
の
段
落
の
順
で
は
な
い
の
で
、
文
末
に

『霊
異

記
』
の
記
載

に
よ
る
段
落
の
順
序
を
示
し
て
お
く
。
な
お
、
「屋
栖
野
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古
」

は
、
こ
れ
以
後
す
べ
て
「
屋
栖
古
」
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
「野
」

を
窟

入
と
考
え
、
「屋
栖
古
」
と
す
る
。

二

第

一
類

日
付
の
干
支
を
伴
う
記
事

「本
記
」

の
記
事
に
年
月
と
日
付
の
干
支
を
備
え
て
い
る
部
分
に

は
、
対
応
す
る
日
付
を
も

つ

『書
紀
』
の
記
事
が
あ
る
。

②

(推
古
)
元
年
夏
四
月
庚
午
朔
己
卯
。
立
厩
戸
皇
子
、
爲
皇
太

子
。
即
以
屋
栖
古
連
公
、
爲
太
子
之
肺
哺
侍
者
。
⑦

『書
紀
』
推
古
元
年

(癸
丑
)

元
年

(春
正
月
壬
寅
朔
条

・
丁
巳
条
省
略
)
夏
四
月
庚
午
朔
己

卯
。
立
厩
戸
豊
聡
耳
皇
子
、
爲
皇
太
子
。

(以
下
略
)

「
本
記
」
は
、

『書
紀
』
の
記
事
の
後
に
、

屋
栖
古
に
関
す
る
記
事

を
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ぎ
に
、

㈲

天
皇
代
十
三
年
乙
丑
夏
五
月
甲
寅
朔
戊
午
。
勅
屋
栖
古
連
公

日
。
汝
之
功
者
、
長
遠
不
忘
。
賜
大
信
位
。
⑧

『書
紀
』
推
古
十
三
年

(乙
丑
)
・
十
四
年

(丙
・寅
)

十
三
年
夏
四
月
辛
酉
朔
。
天
皇
詔
皇
太
子

・
大
臣
及
諸
王

・
諸

臣

、
共
同
護
誓
願
、
以
始
造
銅

・
繍
丈
六
佛
像
各

一
躯
。
乃
命

鞍
作
鳥
、
爲
造
佛
之
工
。
是
時
、
高
麗
國
大
興
王
、
聞
日
本
國

天
皇
造
佛
像
、
貢
上
黄
金
三
百
両
。

(閏
七
月
己
未
朔
条

・
冬

十
月
条
省
略
)

十
四
年
夏
四
月
乙
酉
朔
壬
辰
。
銅

・
繍
丈
六
佛
像
並
造
寛
。
是

日
也
、
丈
六
銅
像
坐
於
元
興
寺
金
堂
。
時
佛
像
高
於
金
堂
戸
、

以
不
得
納
堂
。
於
是
、
諸
工
人
等
議

日
。
破
堂
戸
而
納
之
。
然

鞍
作
鳥
之
秀
工
、
不
壊
戸
得
入
堂
。
即
日
設
斎
。
於
是
、
會
集

人
衆
、
不
可
勝
籔
。
自
是
年
初
、
毎
寺
、
四
月
八
日

・
七
月
十

五
日
設
齋
。
五
月
甲
寅
朔
戊
午
。
勅
鞍
作
鳥
日
。
朕
欲
興
隆
内

典
、
方
將
建
佛
刹
、
肇
求
舎
利
。
時
汝
祖
父
司
馬
達
等
、
献
舎

利
。
又
、
於
國
無
僧
尼
。
於
是
汝
父
多
須
那
、
爲
橘
豊
日
天
皇

出
家
、
恭
敬
佛
法
。
又
、
汝
嬢
嶋
女
、
者
初
出
家
、
爲
諸
尼
導
、

以
修
行
繹
教
。
今
、
朕
爲
造
丈
六
佛
、
以
求
好
佛
像
。
汝
之
所

献
佛
本
、

則
合
朕
心
。

又
、

造
佛
像
既
詑
、

不
得
入
堂
。
諸

工
人
不
能
計
、
以
將
破
堂
戸
。
然
汝
不
破
戸
而
得
入
。
此
皆
汝

之
功
也
。
即
賜
大
仁
位
。
因
以
、
給

近
江
國
坂
田
郡
水
田
廿
町

焉
。
鳥
以
此
田
、
為
天
皇
、
作
金
剛
寺
。
是
今
謂
南
淵
坂
田
尼

寺
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

『書
紀
』
の
記
事

の
文
章
は
ま

っ
た
く
利
用

せ
ず
に
、
傍
線

を
施
し
た
日
付
の
み
を
利
用

し
て
い
る
が
、推
算
に
よ

　
ユ

　

る
と
推
古
十
三
年
(乙
丑

六
〇
五
)
の
五
月
朔
は

「儀
鳳
暦
」
・
「元

嘉
暦
」
と
も
に

「庚
寅
」
で
、

「
甲
寅
朔
」
は
十
四
年

(丙
寅

六
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〇
六
)
の
五
月

に
あ
る
。

「
本
記
」
に
お
い
て
、
「十
三
年
乙
丑
」
に
十
四
年
の

「
五
月
甲
寅

朔
戊
午
」
を
続
け
て
い
る
の
は
、

『書
紀
』
の

「閏
七
月

己
未
」
か

ら

「十

四
年
夏
四
月
辛
酉
朔
」
ま
で
四
条
の
日
付
を
看
過
し
た
た
め

と
思
わ
れ
る
。
『書
紀
』
は
最
古
の

「岩
崎
本
」
以
来
、
年
終
に
は
段

落
を
置

い
て
い
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
看
過
し
は
起
こ
り
に
く
い
。

ま
た
、
『
書
紀
』
に
は
、
毎
年
の
干
支
を
記
さ
ず

に
、
元
年
の
最
後
に

「太
歳

干
支
」
を
記
す
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
『書
紀
』
に
よ

っ
た
の
な

ら
ば
、

「十
三
年
乙
丑
」
は
元
年
か
ら
干
支
を
繰

っ
て
求
め
ね
ば
な

ら
な
い
。

日
付

の
干
支
が
書
写
の
う
ち
に
脱
落
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
㈲

の
場
合

に
は
元
年
で
、
そ
の
年
終
に
は

「
太
歳
干
支
」
が
あ
る
の
に

年

の
干
支
を
記
し
て
い
な
い
。
㈲
の
記
事
に
の
み
干
支
を
繰
る
手
間

を
掛
け

る
理
由
は
な
い
か
ら
、
直
接

『書
紀
』
を
参
照
せ
ず
、
ほ
か

の
材
料

に
よ
っ
た
可
能
性
が
強

い
。
も
し
も

『書
紀
』
か
ら
出
た
記

事
で
あ

る
な
ら
ば
、

『書
紀
』
の
抄
本
で
年
の
干
支
を
付
記
し
て
い

た
も

の
を
材
料
と
し
て
い
て
、
抄
出
は
推
古
十
五
年
以
後
に
及
ん
で

い
な
か

っ
た
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。

「
五
月
甲
寅
朔
戊
午
」
は
、
「
本
記
」
の
材
料
に
鞍
作
鳥
の
功
績
が

讃
え
ら

れ
、

「
大
仁
」

の
冠
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
記
事
が

あ
る
の

を
見
て
、
屋
栖
古
に
冠
位
を
与
え
ら
れ
た
日
付
に
利
用
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
『書
紀
』
以
外
で
㈱

・
㈲
の
内
容
を
も

つ
も
の
は
、
『坂
田
寺

　
　

　

縁
起
』
で
あ
る
。
「
本
記
」
は
、
㈲

・
㈲

の
記
事
を
作
る
た
め
に
、

『
坂
田
寺
縁
起
』
を
参
照
し
た
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

わ
ず
か
な
記
事
な
の
で
、
「本
記
」
の
材
料
を

『書
紀
』
か

『坂
田

寺
縁
起
』
か
決
定
し
に
く
い
が
、

『坂
田
寺
縁
起
』
で

あ
る
に
し
て

も
全
文
を
見
た
の
か
否
か
明
ら
か
で
は
な
く
、
十
三
年
に
十
四
年
五

月
の
記
事
を
続
け
た
の
も
、

「
本
記
」
の
材
料
に
す
で
に
そ
の
よ
う

に
な

っ
て
い
て
、

「本
記
」
の
作
者
が
そ

の
ま
ま
写
し
た
か
も
し
れ

な
い
。

三

第
二
類

日
付
の
干
支
を
伴
わ
な
い
記
事

日
付
の
干
支
を
伴
わ
な
い
記
事
に
は
、

『
比
曽
寺
縁
起
』
か
ら
出

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
つ
ぎ
の
記
述
が
あ

る
。

⑥
ω

敏
達
天
皇
之
代
。
和
泉
國
海
中
、
有
樂
器
之
音
聲
、
如
笛

箏
琴
笙
筏
等
聲
。
或
如
雷
振
動
、
書
鳴
夜
耀
、
指
東
而
流
。
大

部
屋
栖
古
連
聞
奏
。
天
皇
嚥
然
不
信
。
更
奏
皇
后
。
聞
之
、
詔

連
公
日
。
汝
往
看
之
。
奉
詔
往
看
、
實
如
聞
、
有
當
辟
蟹
之
楠

　
。
還
上
奏
之
。
泊
乎
高
脚
濱
。
今
、
屋
栖
伏
願
、
鷹
造
佛
像

焉
。
皇
后
詔
。
宜
依
所
願
也
。
連
公
、
奉
詔
大
喜
、
告
嶋
大
臣
、
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以
傳
詔
命
。
大
臣
亦
喜
、
請
池
邊
直
氷
田
、
雛
佛
、
造
菩
薩
三

躯
像
、
居
干
豊
浦
堂
、
以
諸
人
仰
敬
。
②

『書
紀
』
欽
明
十
四
年

(壬
申
)

夏

五
月
戊
辰
朔
。
河
内
國
言
。
泉
郡
茅
淳
海
中
、
有
梵
音
、
震

響
若
雷
聲
、
光
彩
晃
曜
、
如
日
色
。
天
皇
心
異
之
、
遣
溝
邊
直

都
題
鯛
馳
難

字
。
入
海
求
訪
。
是
月
。
溝
邊
直
入
海
、
果
見
樟

木
浮
海
玲
魏
、
遂
取
而
献
。
天
皇
、
命
書
工
、
造
佛
像

二
躯
。

〔参
考
〕
『書
紀
』
敏
達
十
三
年

(甲
申
)

是
歳
。
蘇
我
馬
子
宿
禰
、
請
其
佛
像
二
躯
、
乃
遣
鞍
部
村
主
司

馬

達
等

・
池
邊
直
氷
田
、
使
於
四
方
、
訪
覚
修
行
者
。

(中
略
)

乃
、
以
三
尼
、
付
氷
田
與
達
等
、
令
供
衣
食

(中
略
)
由
是
、

馬

子
宿
禰

・
池
邊
氷

田

・
司

馬
達
等
、
深
信

佛
法
、
修
行
不

解
。
馬
子
宿
禰
、
亦
於
石
川
宅
修
治
佛
殿
。
佛
法
之
始
、
自
菰

而
作
。

こ
の

「
本
記
」
の
記
載
は
、

『比
曽
寺
縁
起
』
か
ら

採
ら
れ
た
と

　
　
　

さ
れ
る

『書
紀
』
の
記
事
と
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
本
記
」
は

「敏
達
天
皇
之
世
」
と
し
て

い
る
の
に
、

『書
紀
』

に

は
欽
明
十
四
年
に
置
か
れ
て
い
て
時
期
が
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
本
記
」
に
は

「
池
邊
直
氷
田
」
と
あ

っ
て
、
参
考
に
掲
げ
た

『書

紀
』
敏
達
十
三
年
に
も
見
え
る
人
名
で
あ
る
の
に
、

『書
紀
』
欽
明

十
四
年

に
は

「溝
邊
直
」
と
文
字
を
変
え

「
闘
名
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
「本
記
」
が

『
書
紀
』
以
外
の
材
料
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

『書
紀
』
敏
達
十
三
年
是
歳
条
の
記
事
は
、
『元
興
寺
縁
起
』

に
類

似
す
る
が
、
『元
興
寺
縁
起
』
に
も

「
池
邊
直
氷
田
」
の
名
は
な
い
。

「敏
達
紀
」
の
記
事
は
お
お
む
ね

『坂
田
寺
縁
起
』
に
よ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合

の

『坂
田
寺
縁
起
』
は

『四
天
王
寺

縁
起
』

の
記
事
は
似
通

っ
た
文
章
で
あ

っ
た
よ
う
で
判
別
は
困
難
で

あ
る
。

「
池
辺
直
氷
田
」
の
名
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
縁
起
の
い
ず
れ

か
、

お
そ
ら
く
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る

『四
天
王
寺
縁
起
』
に
お

い
て
付
加
さ
れ
た
ら
し
い
。

「
本
記
」
も

『書
紀
』
欽
明
十
四
年
五
月
戊
辰
朔
条
も
、
内
容
の

類
似
か
ら
、
と
も
に

『
比
曽
寺
縁
起
』
に
よ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「本
記
」
は

「
敏
達
天
皇
之
代
」
と
し

て
い
る
か
ら
、
『比
曽
寺

縁
起
』
に
は
日
付
が
無
か

っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
佛
像
を
作
ら
せ
る

の
は
、
欽
明
天
皇
皇
后
石
姫
よ
り
も
、
敏
達
天
皇
皇
后
で
後
の
推
古

天
皇
と
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
後
に
続
く
内
容
か
ら
も
敏
達
十

四
年
あ
た
り
に
入
れ
る
べ
き
記
事
を
、

『書
紀
』
は
佛
教
伝
来
直
後

の
欽
明
十
四
年

(癸
酉

五
五
三
)
に
お
き
、
推
算
に
よ
る
と

「儀

鳳
暦
」
・
「
元
嘉
暦
」
と
も
に
こ
の
歳
の
五
月
は

「
壬
戌
朔
」
と
な
る
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の
に
、
前
年
の
欽
明
十
三
年
五
月
の

「
戊
辰
朔
」
を
記
し
て
い
る
。

『比
曽
寺
縁
起
』
に
は

「本
記
」
の

「
屋
栖
古
」
の
名
は
な
く
、

『
四
天
王
寺
縁
起
』
の
影
響
下
に
、

「池
辺
直
氷
田
」
が

活
躍
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
霊
異
記
』

に

「
造
菩
薩
三
躯
像
。」
と
あ
る

の
は
、

阿
弥
陀
三
尊
像
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
原
型
は

「
造
佛
菩

薩
三
躯
像
。」
と
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
『書
紀
』

の

「
造

佛
像
二
躯
。」
も
、
「
造
佛
像
三
躯
。」
が
誤

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
②

然
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
公
、
奏
皇
后
日
。
凡
、
佛
像
不

可
置
國
内
、
猶
遠
退
。
皇
后
聞
之
、
詔
屋
栖
古
連
公
日
。
疾
隠

此
佛
像
。

連
公

奉
詔
、
使
氷
田
直
藏
乎

稻
中
　
。

弓
削

大
連

公
、
放
火
焼
道
場
、
將
佛
像
流
難
破
堀
江
。
徴
於
屋
栖
古
言
。

今
國
家
起
災
者
、
依
隣
國
客
神
像
置
於
己
國
内
。
可
出
斯
客
神

像
、
速
忽
棄
流
乎
豊
國
也
。
禰
㈱
購

佛
固
辮
不
出
焉
。
③

『書
紀
』
敏
達
十
四
年

(乙
巳
)

三
月
丁
巳
朔
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
與
中
臣
勝
海
大
夫
、
奏

日
。
何
故
不
肯
用
臣
言
。
自
考
天
皇
及
於
陛
下
、
疫
疾
流
行
、

國
民
可
絶
。
宣
、
非
専
由
蘇
我
臣
之
興
行
佛
法
鰍
。
詔
日
。
灼

然
。
宜
断
佛
法
。
丙
戌
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
自
詣
於
寺
、

鋸
坐
胡
床
、
研
倒
其
塔
、
縦
火
幡
之
。
井
焼
佛
像
與
佛
殿
、
既

而
、
取
所
焼
鯨
佛
像
、
令
棄
難
波
堀
江
。
是
日
、
無
雲
風
雨
。

大
連
被
雨
衣
。
詞
責
馬
子
宿
禰
、
與
從
行
法
侶
、
令
生
殿
辱
之

心
。
乃
遣
佐
伯
造
御
室
、
顛
鵬
剛

喚
馬
子
宿
禰
、
所
供
善
信
等

尼
。
由
是
、
馬
子
宿
禰
不
敢
違
命
、
側
愴
暗
泣
、
喚
出
尼
等
、

付
於
御
室
。
有
司
便
奪
尼
等
三
衣
、
禁
鋼
楚
錘
海
石
榴
市
亭
。

(下
略
)

夏
六
月
。
馬
子
宿
禰
奏
日
。
臣
之
疾
病
、
至
今
未
癒
。
不
蒙
三

寳
之
力
、
難
可
救
治
。
於
是
、
詔
馬
子
宿
禰
日
。
汝
可
濁
行
佛

法
。
宜
断
絵
人
。
乃
以
三
尼
、
還
付
馬
子
宿
禰
。
馬
子
宿
禰
、

受
而
歓
悦
、
嘆
未
曽
有
、
頂
禮
三
尼
、
新
営
精
舎
、
迎
入
供
養
。

或
本
云
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
・大
三
輪
逆
君
・
中
臣
磐
余
連
、
倶

謀
滅
佛
法
、
欲
焼
寺
塔
、
井
棄
佛
像
。
馬
子
宿
禰
、
諄
而
不
從
。

『
元
興
寺
縁
起
』

々
々

(大
臣
)
乙
巳
年
二
月
十
五
日
。
止
由
良
佐
岐
刹
柱
立
、

作
大
會
。
此
會
此
時
、
他
田
天
皇
、
欲
破
佛
法
。
即
此
二
月
蓋

日
、
研
伐
刹
柱
、
重
責
大
臣
及
依
佛
法
人
々
家
、
佛
像
殿
皆
破

焼
滅
蓋
。
遣
佐
仰
岐
弥
牟
留
古
造
、

召
三
尼
等
。
泣
而
出
往
。

時
、
現
本
臣
將
三
尼
等
、
至
都
波
岐
市
馬
屋
。
時
、
脱
法
衣
、

破
滅
佛
法
。

こ
の
記
事
も

『書
紀
』
に
似
て
い
る
が
、

『
元
興
寺
縁
起
』
と
は

相
異
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

『書
紀
』
の
本
文
と

『元
興
寺
縁
起
に

は
、
物
部
守
屋
の
行
動
に
対
し
て
蘇
我
馬
子
が
反
抗
し
た
と
は
記
さ
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れ
て
い
な
い
の
に
、

「本
記
」
は
屋
栖
野
古
が
守
屋
の
言
に
従
わ
な

か

っ
た
と
し
て
い
る
。

『坂
田
寺
縁
起
』
と

『
四
天
王
寺
縁
起
』

の
記
述
と
は
さ
ほ
ど
相

違
は
な

い
ら
し
い
が
、
前
後
の
関
係
か
ら
見
る
と
、
共

に
守
屋
に
反

抗
す
る
記
事
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「本

記
」
の
よ
う
に
、

奇

跡

の
佛
像
が
現
存
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
焼
か
れ
た
り

「
豊
國
」

に
流
さ
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
く
、
守
屋
に
反
抗
し
て
隠
し
て
お
い

た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
に
、

『
比
曽
寺
縁
起
』

に

は
守
屋

へ
の
反
抗
が
記
さ
れ
て
い
て
、

「本

記
」
は
そ
れ
を
引
写
し

た
と
考

え
ら
れ
る
。

『書

紀
』

に
馬
子
の
反
抗
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
敏
達
十
四
年
六

月
条

の
分
註
の
み
で
、
さ
き
の
欽
明
十
五
年
五
月
戊
辰
朔
条
と
同
じ

く
、

『
比
曽
寺
縁
起
』
を
見
て
、

そ
の

一
部
分
を
異
伝
と
し
て
分
註

に
掲
げ

た
の
で
あ
ろ
う
。

㈲
㈲

弓
削
大
連
、狂
心
起
逆
謀
傾
。便
愛
天
且
嫌
之
、
地
復
憶
之
。

當
於
用
明
天
皇
世
、
而
挫
弓
削
大
連
。
則
出
佛
像
、
以
傳
後
世
。

④

(対
比
省
略

『書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
参
照
)

『書
紀
』
崇
峻
即
位
前
紀
の
守
屋
滅
亡
の
記
事
は
、
複
数
の
材
料

が
あ

っ
た
ら
し
い
が
、

『比
曽
寺
縁
起
』
に
は
前
に
続

い
て

『
四
天

王
寺
縁
起
』

に
よ
る
守
や
滅
亡
の
記
載
が
あ

っ
た
と
す
る
の
が
適
当

で

あ

ろ

う

。

　　
ね
　

㈲
ω

今
安
置
吉
野
縮
寺
、
而
放
光
阿
彌
陀
之
像
是
也
。
⑤

『書
紀
』

(欽
明
十
四
年
五
月
戊
辰
朔
)

今
、
吉
野
寺
放
光
樟
像
也
。

『書
紀
』
は
、
欽
明
十
四
年
五
月
条
に

『比
曽
寺
縁
起
』

の
造
仏

記
事
を
記
し
、
守
屋
廃
仏
の
記
事
を
敏
達
十
四
年
六
月
条

の
分
註
に

要
約
し
て
い
る
。

一
連
の
も
の
と
す
る

「本
記
」
の
方
が
、
『比
曽
寺

縁
起
』
の
原
型
に
記
載
さ
れ
た
順
序
に
近

い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
㈲

皇
后
、
癸
丑
年

(五
九
三

推
古
元
)
春
正
月
、
即
位
小

墾
田
宮
、
珊
六
年
御
宇
　
。
⑥

『書
紀
』
推
古
即
位
前
紀

(壬
子

五
九
二
)

冬
十
二
月
壬
申
朔
己
卯
。
皇
后
、
即
天
皇
位
於
豊
浦
宮
。

「
本
記
」
記
載
の
推
古
天
皇
の
即
位
は
、

『書
紀
』
と

一
月
ず
れ

て
い
て
、

翌
年
に
入

っ
て
い
る
の
で
、

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、

『書

紀
』
と

一
致
す
る

『坂
田
寺
縁
起
』

に
も
よ

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。

「
本
記
」
は
前
の
⑥
ω
に
続
い
て
、
推
古
天
皇
を

「
皇
后
」
と

記
し
て
い
る
か
ら
、

『比
曽
寺

縁
起
』
を
利

用
し
て
い
る
ら
し
い
。

『書
紀
』
と
矛
盾
す
る
推
古
天
皇
の
即
位

は
、

『比
曽
寺
縁
起
』
が

模
倣
し
た

『四
天
王
寺
縁
起
』
の
記
載
を
襲

っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ

る
が
確
認
で
き
な
い
。
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④

四
八
年
甲
申
夏
四
月
。
有

一
大
僧
、執
斧
殴
父
。
連
公
見
之
、

(座
)
(糺
)

直
奏
之
白
。
僧
尼
検
校
、
鷹
置
上
尼
、
札
悪
使
断
是
非
。
天
皇

勅
之
日
。
諾
也
。
連
公
奉
勅
而
検
之
、
僧
八
百
晋
七
人

・
尼
五

百

七
十
九
人
也
。
以
観
勒
僧
、
爲
大
僧
正
、
以
大
信
屋
栖
連
古

公
、
與
鞍
部
徳
積
、
爲
僧
都
。
⑩

『書
紀
』
推
古
三
二
年

(甲
申

六
二
四
)

茄

二
年
夏
四
月
丙
午
朔
戊
申
。
有

一
僧
、
執
斧
殿
祖
父
。
時
天

皇
聞
之
、
召
大
臣
詔
之
日
。
夫
出
家
者
、
頓
蹄
三
寳
、
具
懐
戒

法
。
何
無
餓
忌
、
頼
犯
悪
逆
。
今
朕
聞
。
有
僧
以
殿
祖
父
、
故

悉
聚
諸
寺
僧
尼
、
以
推
問
之
。
若
事
実
者
、
重
罪
之
。
於
是
、

集
諸
僧
尼
、
而
推
問
之
。
則
悪
逆
僧
及
諸
僧
尼
、
並
將
罪
。
於

是
、
百
濟
観
勒
僧
、
表
上
以
言
。
夫
佛
法
自
西
國
至
干
漢
、
経

三
百
歳
。
乃
傅
之
至
於
百
濟
國
、
而
僅

一
百
年
　
。
然
我
王
聞

日
本
天
皇
之
賢
哲
、
而
貢
上
佛
像
及
内
典
、
未
満
百
歳
。
故
當

今

時
、
以
僧
尼
未
習
法
律
、
鞭
犯
悪
逆
。
是
以
、
諸
僧
尼
憧
催
、

以
不
知
所
如
。
仰
願
、
其
除
悪
逆
者
、
以
外
僧
尼
、
悉
赦
而
勿

罪

。
是
大
功
徳
也
。
天
皇
乃
聴
之
。

戊
午
。
詔
日
。
夫
道
人
尚
犯
法
。
何
以
講
俗
人
。
故
自
今
己
後
、

任
僧
正

・
僧
都
、
傍
鷹
検
校
僧
尼
。

壬
戌
。
以
観
勒
僧
、
爲
僧
正
、
以
鞍
部
徳
積
、
爲
僧
都
。
即
日
、
以

阿
曇
連
鯛

爲
法
頭
。

秋
九
月
甲
戌
朔
丙
子
。
校
寺
及
僧
尼
、
具
録
其
寺
所
造
之
縁
、

亦
僧
尼
入
道
之
縁
、
及
度
之
年
月
日
也
。
當
是
時
、
有
寺
珊
六

所

・
僧
八
百
十
六
人

・
尼
五
百
六
十
九
人
、
井

一
千
三
百
八
十

五
人
。

こ
の
記
事
も
、

「本
記
」
は

『書
紀
』
と

土
ハ通
の
系
統
の
材
料
を

利
用
し
、
屋
栖
古
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。

『書
紀
』
の

「
夏
四
月

丙
午
朔
戊
申
」
は
、
す
で
に

『書
紀
』
諸
刊
本
の
頭
註
に
も
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
推
古
三
二
年

(甲
申

六

二
四
)
に
は
な
く
、
前
年

の
推
古
三

一
年

(己
未

六
二
三
)
に
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
日
付

の
誤
り
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
欽
明
十
四
年

(己

酉

五
五
三
)
五
月
戊
申
朔
条
に
も
あ

っ
て
、
「夏
五
月
戊
申
朔
」
は

欽
明
十
四
年
に
は
な
く
、
前
年
の
欽
明
十
三
年

(壬
申

五
五
二
)

に
あ
る
。
『書
紀
』
と

『霊
異
記
』
に
共
通

す
る
寺
院
関
係
記
事
の

二
っ
が
、

い
ず
れ
も

『書
紀
』
で
は
前
年

の
日
付
を
も

っ
て
い
る
こ

と
は
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
河
村
秀
根
の

『書
紀
集
解
』

の
よ
う
に
、
こ
の
年

の
干
支
を
推
算
し
て
、
「
壬
戌
朔
戊
申
」
に
改
め

る
の
は
無
謀
で
あ
る
。

『霊
異
記
』
最
古

の
写
本
で
あ
る

「興
福
寺
本
」
に
は

「
八
年
」

と
な

っ
て
い
る
が
、

「
国
会
図
書
館
本
」
や

「
群
書
類
従
本
」
に
は
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「
四
八
年
」
と

あ
る
か
ら
、

「興
福
寺

本
」
に
は

「
四
」
の
脱
字
が

あ

っ
て
、
「
光
二
年
」
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『書
紀
』
に
も

「巻
廿

二

(推
古
紀
)」
最
古
の
写

本

で
あ
る

「
岩
崎
本
」

の
よ
う

に
、
「
光

一
年
」
と
す
る
写
本
が
あ
る
。
し
か
し
、
『霊
異
記
』

に
は

「
四
八
年
」
と
な

っ
て
い
る
か
ら
、
『書
紀
』
通
行
本
の

「
淵
二
年
」

が

「
晋

一
年
」
の
誤

写
で
あ
る
と
、
単
純
に
は
結

論

で
き
な
い
。

『
霊
異
記
』

の

「
興
福
寺
本
」
と

『書
紀
』
の

「岩
崎
本
」
は
共

に

平
安
時
代
後
期
の
写
本
で
あ
る
か
ら
、
脱
字
は
あ
る
が

「
興
福
寺
本
」

の
信
頼
度
が

「
岩
崎
本
」
よ
り
も
劣
る
訳
で
は
な
い
。

『
霊
異
記
』

の
記
事
に
、
双
方
と
も
干
支
の
日
付
が
な
い
の
は
、

『
比
曽

寺
縁
起
』
の
原
形
を
止
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『書
紀
』

は

『比
曽
寺
縁
起
』
か
ら
の
採
録
に
当

っ
て
干
支
を
記
載
し
て
体
裁

を
整
え
よ
う
と
し
、
推
算
を
誤

っ
て
前
年
の
干
支
を
求
め
、
そ
の
ま

ま
に
記
載
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「岩
崎
本
」
は
最
古
の
写
本
で
は

あ
る
が
、
こ
の
干
支
の
誤
り
に
気
付

い
て
訂
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
後
節
で
考
え
た
い
。

『書

紀
』
に

「
僧
正
」
と
あ
る
の
に
、

「
本
記
」
が

「
大
僧
正
」

と
し
て
い
る
の
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
十
七
年

(
七
四
五
)
正
月

己
卯
条

に
、

己
卯
。
詔
、
以
行
基
法
師
、
爲
大
僧
正
。

と
あ
り
、
『行
基
大
僧
正
墓
誌
』
(『舎
利
瓶
記
』
)
に
も
、

天
平
十
七
年
。
別
授
大
僧
正
之
任
、

蚊
施
百
戸
之
封
。
干
時
、

僧
綱
己
備
、
特
居
其
上
。

と
あ

っ
て
、
「
大
僧
正
」
の
初
見
は
天
平
十

七
年

(七
四
五
)
ま
で
降

る
か
ら
、
『
比
曽
寺
縁
起
』

の
古
態
を
伝
え
て
は
い
て
も
、
「本
記
」

成
立
の
上
限
は
天
平
十
七
年

(七
四
五
)
か
と
思
わ
れ
る
が
、
『
霊
異

記
』
の
作
者
景
戒
の
加
筆
か
も
知
れ
な
い
か
ら
確
実
で
は
な
い
。

四

第
三
類

出
所
が
不
確
実
な
記
事

ま
ず
形
式
は
、
こ
れ
ま
で
の

『比
曽
寺
縁
起
』
を
模
倣
し
た
と
考

え
ら
れ
る
記
事
と
類
似
し
て
日
付
は
な
い
が
、

『
比
曽
寺
縁
起
』
に

あ

っ
た
と
確
定
で
き
な
い
記
事
が
あ
る
。

㈹

十
七
年
己
巳
春

二
月
。
皇
太
子
、
詔
連
公
、
而
遣
播
磨
國
揖

保
郡
内

二
百
七
十
三
町
五
段
蝕
水
田
之
司
也
。
⑧

『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
閾
記
』

太
子
生
年
晋
六
、
己
巳
四
月
八
日
、
始
製
勝
髭
経
疏
。
辛
未
年

正
月
廿
五
日
了
。
壬
申
年
正
月
十
五
日
、
始
製
維
摩
経
疏
。
癸

酉
九
月
十
五
日
了
。
甲
戌
年
正
月
八
日
、
始
製
法
華
経
疏
。
乙

亥
年
四
月
十
五
日
了
。

(中
略
)
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丁
丑
年
四
月
八
日
。
太
子
、
講
説
勝
髪
経
。
三
日
而
畢
。
其
儀

如
僧
。
天
皇
大
悦
、
王
子

・
翠
臣

・
大
夫
己
下
、
莫
不
信
受
。

天

皇
、
以
針
間
國
佐
勢
田
地
五
十
戸
、
末
代
奉
施
。
即
頒
入
斑

鳩
寺

・
中
宮
寺
等
。

こ
の
記
事
に
は
日
付

の
干
支
が
な
い
か
ら
、
形
は
第
二
類
に
類
似

し
て
い
る
。
『書
紀
』
に
対
応
す
る
年
代
の
記
事
は
な
い
が
、
『補
閾

記
』
に

は
、
傍
線

を
施
し
た
よ
う
に

「
十
七
年
己
巳
」
に
あ
た

る

「
己
巳
」
と
、
文
末

に
播
磨
国
の
田
地
施
入
の
記
載
が
あ
る
か
ら
、

「
本
記
」
の
記
事
の
要
素
は

『補
閾
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
第

一

類
㈲
と
お
な
じ
く
、
材
料
の
最
初
と
最
後
を
利
用
し
て
い
る
の
に
も

注
目
さ
れ
る
。
『補
閾
記
』
の

「
五
十
戸
、
末
代
」
は

『法
隆
寺
伽
藍

縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
や

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
な
ど
に
よ
る
と
、

「
五
十
万
代
」
が
原
型
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
田
積
の
記
載
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

水
田

の
面
積
は
、
『法
王
帝
説
』

の
裏
書

に
、

或
本
云
。
播
磨
水
田
二
百
七
十
三
丁
五
反
廿
四
卜
云
々
。

又
本
云
。
三
百
六
十
丁
云
々
。

と
あ

っ
て
、
「本
記
」
の
水
田
面
積

と
ほ
と
ん
ど

一
致

す
る
の
で
、

共
通
す

る
材
料
か
ら
出
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
裏
書
は
本
文
の
、

戊
午
年
四
月
十
五
日
。
少
治
田
天
皇
、
請
上
宮
王
、
令
講
勝
髭

経
。
其
儀
如
僧
也
。
諸
王

・
公
主
及
臣
連

・
公
民
、
信
受
無
不

嘉
也
。
三
箇
日
之
内
、
講
説
詑
也
。
天
皇
、
布
施
聖
王
物
播
磨

國
揖
保
郡
佐
勢
地
五
十
万
代
。
聖
王
、
即
以
此
地
、
為
法
隆
寺

地
也
。
診
酷
鰹
晦
都
。

に
つ
い
て
の
裏
書
ら
し
い
が
、
位
置
は
か
な
り
後
に
ず
れ
て
、
「
上
宮

時
臣
勢
三
杖
大
夫
歌
」
の
二
首
目
の
裏
に
あ
る
。

　
　

　

『法
王
帝
説
』
の
裏
書
に
つ
い
て
は
、
複
製
本
の
解
説
に
、
橋
本

進
吉
が
、

こ
の
本
第
四
紙
の
紙
背
に
裏
書
あ
り
。
複
製
本
第
五
帳
表
第
八

行
よ
り
第
六
張
第
三
行
に
い
た
る
十
八
行
の
裏
面
に
あ
り
て
、

全
部

一
筆
に
し
て
本
文
と
は
筆
跡
を
異
に
せ
り
。
中
に

「
承
暦

二
年
戊
午
南

一
房
寓
之
眞
曜
之
本
之
、
」
と
見
え
て
、
承
暦
二
年

に
書
写
せ
る
書
よ
り
引
用
せ
る
文
あ
り
と
想
は
る
れ
ば
、
そ
れ

よ
り
後

の
も
の
な
る
こ
と
明
な
れ
ど
、
猶
平
安
朝
を
下
ら
ざ
る

も
の
な
る
が
如
く
、
本
文
に
淡
墨
に
て
間
々
書
入
れ
を
加

へ
た

る
と
同
人
の
筆
・な
ら
ん
か
。

と
し
て
い
る
。

現
在
知
恩
院
に
所
蔵
さ
れ
る

『法
王
帝
説
』

の
祖
本
の
奥
に
書
か

れ
た
草
名
は
、
小
倉
豊
文
氏
に
よ

っ
て
、
広
島
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る

『
異
本
上
宮
太
子
伝
井
憲
章
注
』
の
黒
川
春
村
に
よ
る
影
写
本
に
見
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え
る
も

の
と

一
致
す
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
荻
野
三

七
彦
氏

は
、
こ
の
草
名
が
法
隆
寺
所
蔵
永
承
五
年
(
一
〇
五
〇
)
十
二

月
九
日

の

「法
隆
寺
五
師

千
夏
田
地

譲
状
」
の
草
名

と

一
致

し
、

『
法
隆
寺
別
当
次
第
』
に
も
見
え
る
法
隆
寺
五
師
千
夏

の
も
の
で
あ

　　
　

る
と
し

て
お
ら
れ
る
。

千
夏

の
草
名
の
上
に
、
異
筆
で

「傅
得
僧
相
慶
之
」
と
あ
る

「
相

慶
」
は
、
す

で

に
穂
井
田
忠
友

が
、
天
保

十
四

年
(
一
八
四
三
)
の

『
観
古
雑
帖
』
に
お
い
て
、
永
万

・
仁
安

(
=

六
五
1
六
八
)
の
こ

ろ
や
は
り
法
隆
寺
五
師
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
黒
川
春
村

・
平
子

鐸
嶺
お
よ
び
家
永
三
郎
氏
等
に
よ

っ
て
、
「
大
般
若
経
奥
書
」
に
巻
二

百

八
十

一

(永
暦

二
年
、
応
保
元
年

=

六

一
)
・
巻
百
八
十
二

(長
寛

三
年
、
永
万
元
年

=

六
五
)
・
巻
百
八
十
五
(長
寛
三
年
、

永
万
元
年

一
一
六
五
)
・
巻
二
百
八
十
八
(永
万
二
年
、
仁
安
元
年

=

六
六
)
・
巻
五
百
十
五
(仁
安
三
年

一
一
六
八
)
な
ど
に
は

「相

慶
」
の
名
が
見
え
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
名
は
『法
隆
寺
別
当
次
第
』

　
　
　

に
も
見
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

橋
本
進
吉
も
指
摘
し
て
い
る
裏
書
の
、

注
。
承
暦
二
年
戊
午
南

二
房
寓
之
。
真
曜
之
本
也
。

に
つ
い
て
、
家
永
氏
は
、
『
金
堂
日
記
』

に
、
承
暦
三
年
(
一
〇
七
九
)

に
金
堂
後
大
厨
子
に
移
し
た
と
す
る

「聖
天
像
」
に
関
し
て
、

件
像
、
年
來
安
置
西
室
南

一
眞
耀
五
師
房
。

と
あ
り
、
「
法
隆
寺
所
文
書
康
平
五
年
十
月
十
三
日
立
記
」
に
は
、

公
験
坪
付
等
者
、
故
五
師
南

一
乃
御
領
也
。
云
々
。

と
あ
る
か
ら
、
南

一
と
真
曜
は
法
隆
寺
の
五
師
で
、
西
室

(現
三
経

院
)
の
南

二
房
に
同
居
し
て
い
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
記
載
に

よ
る
と
、
南

一
は
康
平
五
年
(
一
〇
六
二
)
に
は
死
去
し
て
お
り
、
真

曜
は
そ
の
後

も

生
存

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
か
、
荻
野
氏

は

「
南

=
房
」
を
西
室
の
房
の
名
と
し
て
お
ら
れ
る
。
裏
書
の

「
南

一

房
」
は
、
や
は
り
房
の
名
で
あ
ろ
う
。

『
金
堂
日
記
』
に
よ
る
と
裏

書
に
写
さ
れ
た
承
暦
二
年
(
一
〇
七
八
)
に
は
、
真
曜
は
生
存
し
て
い

た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「本
記
」
の
播
磨
国
の
田
積
は
、
法
隆
寺
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
或
時
期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

『
補
閾
記
』
以
外

に
も
、
『書
紀
』
・
『法
隆
寺

伽
藍
縁
起

井
流
記

資
財
帳
』
な
ど
に
見
え
る
三
経
講
説
説
話
の
最
後
に
は
、
聖
徳
太
子

が
法
隆
寺
に
施
入
し
た
播
磨
国
の
水
田
の
記
述
が
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
「本
記
」
は
、
『
補
閾
記
』

の
材
料
と
土
ハ通
す
る
三
経
講
説
説
話

で
、
法
隆
寺
に
伝
え
ら
れ
た
田
積
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
最
初

の
年
月

と
最
後
の
田
積

を
と

っ
て
、
紀
事
を
造

っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
第

一
類
ω
に
お
い
て
見
た
の
と
同
じ
方
法
で
あ
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る

。家
永

氏
は
、
『補
闘
記
』
の
作
者

が

『法
王
帝
説
』
を
利
用
し
た

と
し
て

お
ら
れ
る
が
確
実
な
根
拠
は
な
く
、
『法
王
帝
説
』
の
作
者

が
利
用

し
た
材
料
と
共
通
す
る
材
料
を

『補
闘
記
』
の
作
者
が
利
用

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
隆
寺
か
ら
出
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

す
で
に
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
記
」
が

「
播
磨
國
内
二

百
七
十

三
町
五
段
絵
」
と
す
る
播
磨
国
の
田
積
は
、
天
平
十
九
年
(七

四
七
)
に
成
立

し
た

『法
隆
寺
伽
藍
縁
起

井
流
記
資
財
帳
』
の

「播

磨
國
揖
保
郡
武
値
壼
拾
玖
町
壼
段
捌
拾
武
歩
」
よ
り
増
加
し
て
い
る

か
ら
、
法
隆
寺

が
記
載

し
た
天
平
十
八
年
(七
四
六
)
以
後

の
田
積

で
、
こ
の
年
が

「本
記
」
成
立
の
上
限
で
あ
る
。

qD

廿
九
年
辛
巳
春

二
月
。
皇
太
子
命
、
莞
干
斑
鳩
宮
。
屋
栖
古

連
公
、
爲
其
欲
之
出
家
。
天
皇
不
聴
。
⑨

『書
紀
』
推
古
二
九
年

(辛
巳
)

廿
九
年
春
二
月
己
丑
朔
癸
巳
。
半
夜
、
厩
戸
豊
聡
耳
皇
子
命
、

箆
干
斑
鳩
宮
。
是
時
、
諸
王

・
諸
臣
及
天
下
百
姓
、
悉
長
老
如

失

愛
児
、
而
璽
酢
之
味
、
在
口
不
嘗
、
少
幼
如
亡
慈
父
母
、
以

契
泣
之
聲
、
漏
於
行
路
。
乃
耕
夫
止
紹
、
春
女
不
杵
。
皆
日
。

日
月
失
輝
、
天
地
既
崩
。
自
今
以
後
、
誰
侍
哉
。

是
月
。
葬
上
宮
太
子
於
磯
長
陵
。
當

干
是
時
、
高
麗
僧
慧
慈
、

聞
上
宮
皇
太
子
麗
、
以
大
悲
之
、
爲
皇
太
子
、
請
僧
而
設
齋
。

価
親
説
経
之
日
、
誓
願
日
。
於
日
本
國
、
有
聖
人
、
日
上
宮
豊

聡
耳
皇
子
。
固
天
仮
縦
、
以
玄
聖
之
徳
、
生
日
本
之
國
。
苞
貫

三
統
、
纂
先
聖
之
宏
猷
、
恭
敬
三
寳
、
救
黎
元
之
厄
。
是
實
大

聖
也
、
今
太
子
既
莞
之
、
我
錐
異
國
、
心
在
断
金
。
其
濁
生
之
、

有
何
益
　
。
我
、
以
来
年
二
月
五
日
、
必
死
。
因
以
、
遇
上
宮

太
子
於
浄
土
、
以
共
化
衆
生
。
於
是
、
慧
慈
當
干
期
日
、
而
死

之
。
是
以
、
時
人
之
彼
此
共
言
。
其
濁
非
上
宮
太
子
之
聖
、
慧

慈
亦
聖
也
。

こ
の
記
事
も
、
「
本
記
」
が

『書
紀
』
に
よ

っ
て
、
日
付
の
干
支
を

省
略
し
た
だ
け
か
と
も
見
え
る
。
屋
栖
古

の
出
家
の
希
望
も
、
是
月

条
に
付
記
さ
れ
て
い
る
慧
慈
の
記
事
か
ら
連
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
本
記
」
は
第

一
類
の
よ
う
に
、
材
料
に
日
付
の
干

支
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
忠
実

に
写
し
て

い
る
。
し
か
も

『書
紀
』

に
は
な
い
年
の
干
支
を
記
し
て
い
る
の
で
、
『書
紀
』
と
共
通
す
る

系
統
の
材
料
に
よ
っ
て
い
て
、
「本
記
」
が

利
用
し
た
材
料
に
は
年

の
干
支
が
あ
り
、
日
付

の
干
支
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
徳
太
子

の
莞
年
を
推
古
二
九
年
(辛
巳

六
一二

)
と
す
る
古

い

史
料

は
、
『書
紀
』
と

『霊
異
記
』

の
み
で
、
法
隆
寺
系
統

の
史
料
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は
、
金
堂
の

「
金
銅
繹
迦
如
来
三
尊
像
光
背
銘
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

す

べ
て

推
古

三
〇
年

(壬
午

六
二
二
)
と

し
て

い
る
か
ら
、
こ
の

「
本
記
」
と

『書
紀
』

の
材
料
は
、
法
隆
寺
以
外
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
ら
し

い
。

『書
紀
』
の
な
か
に
こ
の
条
に
関
連
す
る
記
事
が
見
出
せ
る
と
、

材
料
の
性
格

や
成
立

・
伝
来

な
ど
の
考
察

が
出
来
る
と
思
わ
れ
る

が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
発
見
で
き
な
い
。
し
か
し
、
上
の
⑥
に

つ
い
て
引
用
し
た

『
補
閾
記
』

の
中
略
し
た
と
こ
ろ
に
、

制
諸
経
疏
、
義
償
不
達
、
太
子
毎
夜
夢
、見
金
人
來
、
授
不
解
之

義
。
太
子
乃
解
之
、
以
問
慧
慈
法
師
。
法
師
亦
領
悟
、
護
不
思

歎
未
曽
有
。
皆
稻
上
宮
疏
。
謂
弟
子
日
。
是
義
非
凡
、
持
還
本

國
、
欲
傅
聖
趣
。
庚
戌
年
四
月
。
持
渡
本
國
、
講
演
彼
土
。

と
あ

っ
て
、
慧
慈
の
講
説
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た

『書

紀
』
の
記
事
に
も
、
慧
慈
の
講
経
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
両

者
に
は
微
か
な
が
ら
関
連
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
⑥
と
ω
と
は

年
月
の
記
載
方
式
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
系
統
の
材
料
に
よ

っ

て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
い
は
四
天

王
寺
系
統
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
類
の

『霊
異
記
』
に
日
付

の
千
支
が
な
く
、
共
通
す
る
材
料

の
記
慣

に
、
『

己ー玄小
』
の
編
者

が

14
付
の
干
支
を
い
れ
て
い
る
の
と

似
て

い
る
の
で
、
こ
の

「本
記
」

の
記
事

も
、
『比
曽
寺
縁
起
』
が

材
料
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
。
し
か
し
、
誤

っ
て
前
年
の
月

朔
干
支
に
推
算
し
た
欽
明
十
四
年

・
推
古

三
二
年
の
記
事
と
'
月
朔

干
支
が
正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
間
に
入
る
推
古
二
九
年
の

記
事
と
で
は
、
記
事
が

『書
紀
』
に
採
録
さ
れ
た
材
料
と
時
期
を
異

に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
『比
曽
寺
縁
起
』
は
こ
の
記
事
の
材

料
と
は
い
え
な
い
。

⑧

淵
三
年
乙
酉
冬
十
二
月
八
日
。
連
公
居
住
難
破
而
忽
卒
之
。

屍
有
異
香
而
翻
酸
　
。
天
皇
勅
之
、

七
日
使
留
、
詠
於
彼
忠
。

蓮
之
三
日
、
乃
蘇
甦
　
。
語
妻
子
日
。
有
五
色
雲
、
如
電
度
北
。

自
其
而
往
其
雲
道
、
芳
如
雑
名
香
、
観
之
道
頭
、
有
黄
金
山
。

則
到
絃
面
。
愛
莞
聖
徳
皇
太
子
侍
立
、
共
登
山
頂
。
其
金
山
頂
、

居

一
比
丘
。
太
子
敬
禮
而
日
。
是
東
宮
童
　
。
自
今
己
後
蓮
之

八
日
、
鷹
逢
鈷
鋒
。
願
服
仙
藥
。
比
丘
環
解

一
玉
授
之
、
令
呑

服
而
作
是
言
。
南
無
妙
徳
菩
薩
。
令
三
遍
諦
禮
。
自
彼
罷
下
。

皇
太
子
言
。
速
還
家
、
除
作
佛
庭
。
我
悔
過
畢
、
還
宮
作
佛
。

然
從
先
道
還
、
即
見
驚
蘇
也
。
時
人
名
日
。
還
活
連
公
。
⑪

こ
の
記
事
は
二
つ
の
要
素
を
も
ち
、
屋
栖
古
の
蘇
生
説
話
と
聖
徳

太
子
の
予
言
説
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

『
書
紀
』
推
古
三
三
年
に
は

佛
教
関
係

の
記
事
は
あ
る
が
、
「十
二
月

八
日
」
に
当
る
も
の
は
な
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い
。
日
付
が
干
支
で
は
な
く
、
数
字
で
記
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
れ
ま

で
の
例

に
は
な
い
。
「
計
三
年

乙
酉
」
は
、
直
前

の
㈹
に

「
四
八
年

甲
申
」

と
あ
る
か
ら
、
翌
年
の
干
支
は
す
ぐ
に
求
め
ら
れ
る
。
日
付

の
干
支

が

な
い
の
が
脱
落
で
は
な
い
な
ら
ば
、
「
十
二
月
八
日
」
を

造
作
す

る
の
に
干
支
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
し
い
て
い
う
な
ら

ば
繹
迦
成
道
の
日
に
当
り
、
そ
れ
以
外
に
根
拠
の
な
い
日
付
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
蘇
生
説
話
に
は
、
佛
教
説
話
な
ど
に
粉
本
が
あ
る
か
と
思
わ

れ
る
が

明
ら
か
で
は
な
い
。
聖
徳
太
子

の
予
言
説
話
は
、
『書
紀
』

推
古
元
年
四
月
己
卯
条

に
、
『坂
田
寺
縁
起
』
に

よ
っ
て

い
る
ら
し

い
が
、
「兼
知
未
然
。」
と
あ
っ
て
、
か
な
り
古
く
か
ら
聖
徳
太
子
に

予
知
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
だ
い
に
粉
飾
が
大
き
く
な

っ

て
、
最
後

に
は

「
聖
徳
太
子
未
来
記
」
を
生
み
出
す
に
至
る
問
に
生

じ
た
も

の
の

一
つ
が
材
料
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

景
戒

が

「
賛
」
の
中
で
、
こ
の
記
事
の
予
言
に
記
さ
れ
た
隠
語
を

解
説
し
た
と
こ
ろ
に
、

今

惟
推
之
、
蓮
之
八
日
、
逢
鈷
鋒
者
、
當
宗
我
入
鹿
之
齪
也
。

八
日
者
、
八
年
也
。
妙
徳
菩
薩
者
、
文
殊
師
利
菩
薩
也
。
令
服

一
玉
者
、
令
免
難
之
藥
也
。
黄
金
山
者
、
五
壼
山
也
。
東
宮
者
、

日
本
國
也
。
還
宮
作
佛
者
、
勝
寳
鷹
真
聖
武
太
上
天
皇
、
生
干

日
本
國
、
作
寺
作
佛
也
。
爾
時
並
住
行
基
大
徳
者
、
文
殊
師
利

菩
薩
反
化
也
。
⑱

と
あ
る
。
こ
の
隠
語
の
解
説
は
、
景
戒

の
解
釈
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
解
説
が
無
け
れ
ば
聖
徳
太
子
の
予
知
能
力
の
正
し
さ
を
示

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
元
来
は

「本
記
」
に
あ

っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
予
言
も
、
最
初
に
引
用
し
た

『
補
閾
記
』
の
中
略
し
た
部
分

に
、

丙
子
年
五
月
三
日
。
天
皇
不
余
。
太
子
立
願
延
天
皇
命
、
立
諸

寺
家
、即
以
平
復
。
諸
國
國
造

・
伴
造
、亦
各
始
誓
立
寺
。
先
是
、

太
子
巡
國
、
至
干
山
代
楓
野
村
、
謂

翠
臣
日
。
此
地
爲
禮
、
南

弊
北
塞
、
河
注
其
前
、
龍
常
守
護
。
後
世
、
必
有
帝
王
建
都
。

吾
故
時
遊
賞
。
即
於
蜂
岳
南
下
、
立
宮

。
秦
川
勝
、
率
己
親
族
、

祠
奉
不
怠
。
太
子
大
喜
、
即
叙
小
徳

、
遂
以
宮
預
之
。
又
、
賜

新
羅
國
所
献
佛
像
。
故
以
宮
爲
寺
、
施
入
宮
南
水
田
敷
十
町
井

山
野
地
等
。

と
あ

っ
て
、
造
宮

・
造
寺
の
予
言
と
い
う
点
で
共
通
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
、
『補
闘
記
』
の
材
料
と
共
通
す
る
も
の
の
影
響
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

推
古
三
三
年
(六
二
五

乙
酉
)
か
ら
足
掛
け
八
年
目
は
野
明
四
年
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(六
三

二

壬
辰
)
に
当
る
が
、
『書
紀
』
に
該
当
す
る
蘇
我
入
鹿
の

乱
ら
し

い
記
事
は
な
い
。
し
か
し
、
『補
閾
記
』

に
は
、
「癸
卯
年
」

(六
四

二

皇
極
二
年
)
の
山
背
大
兄
王

一
族
の
滅
亡
の
記
事
に
続
け

て
、

壬
辰
年
三
月
八
日
。
東
方
種
々
雲
気
飛
來
、
覆
斑
鳩
宮
。
上
連

於
天
、
良
久
而
消
。
又
有
種
々
奇
鳥
、
自
上
下
自
四
方
、
飛
來

悲
鳴
、
或
上
天
或
居
地
。
良
久
即
指
東
方
去
。
又
池
溝
漬
川
魚

驚

、
威
自
死
也
。
天
下
生
民
、
皆
悉
契
愴
。
又
池
水
皆
攣
色
、

水
大
臭
　
。
又
同
年
六
月
。
海
鳥
飛
來
、
居
上
宮
門
。
又
十

一

月
。
飽
波
村
有
虹
、
終
日
不
移
。
人
皆
異
之
。
又
王
宮
有
不
知

草

、
忽
開
青
華
、
須
輿
而
萎
。
又
有
二
墓
、
如
人
立
行
。
又
有

二
赤
牛
、
如
人
立
行
。
又
無
量
蛙
、
浦
伏
王
門
。
有
小
子
、
造

弓
射
蛙
爲
樂
。
有
童
子
、
相
聚
謡
日
。
盤
上
爾
子
猿
居
面
肛
辞
。

焼
、
居
面
太
通
毛
、
多
氣
天
紀
肚
翫
。
今

核
、
鎌
宍
乃
伯
父
。
又

日
。

山
代
乃
菟
手
乃
氷
金
爾
、
相
見
己
世
禰
、
菟
手
支
。

此
二
謡

皆
有
験
。
預
言
太
子
子
孫
滅
亡
之
識
。

と
あ
り
、
「癸
卯
年
」
と
記
載
の
順
序

が
逆
に
な

っ
て
い
る
の
は
、

山
背
大
兄
王

一
族

の
滅
亡
を
前
提
と
し
な
が
ら
別
個
に
成
立
し
て
伝

え
ら
れ
、
編
纂
最
後

の
段
階
に
な
っ
て
か
ら

『補
閾
記
』
に
採
録
さ

れ
た
説
話
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

独
立
し
た
前
兆
の
説
話
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
山
背
大
兄
王

一
族
滅
亡
が
前
兆
の

一
〇
年
後
に
起
こ
る
の
で
は
、
間
隔
が
多
す
ぎ

る
。

こ
と
に
よ
る
と
十
干

を

一
運
誤

り
、
「癸
卯
年
」
の
前
年

「
壬

寅
年
」
と
す
る
べ
き

と
こ
ろ
を
、
「
壬
辰
年
」
と
誤

っ
た
ま
ま
別
個

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
『補
閾
記
』
に

「
壬
辰
年
」
に
掛
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る

山
背
大
兄
王

一
族
の
滅
亡
の
前
兆
は
、
『書
紀
』
の
皇
極
二
年

(六
四

三

癸
卯
)
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
記
載
さ
れ
て
い
て
、

七
月

(中
略
)
是
月
。
茨
田
池
水
大
昆
、
小
虫
覆
水
。
其
虫
、

口
黒
而
身
白
。

八
月
戊
申
朔
壬
戌
。
茨
田
池
水
攣
、
如
藍
汁
。
死
虫
覆
水
。
溝

漬
之
流
、
亦
復
凝
結
、
厚
三
四
寸
。
大
小
魚
昆
、
如
夏
燗
死
。

由
是
、
不
中
喫
焉
。

九
月

(中
略
)
是
月
。
茨
田
池
水
漸

々
攣
、
成
白
色
、
亦
無
晃

氣
。

冬
十
月

(中
略
)
壬
子
。
蘇
我
大
臣
蝦
夷
、
縁
病
不
朝
。
私
授

紫
冠
於
子
入
鹿
、
擬
大
臣
位
。
復
呼
其
弟
、
日
物
部
大
臣
。
大

臣
之
祖
母
、
物
部
弓
削
大
連
之
妹
。
故
因
母
財
、
取
威
於
世
。

戊
午
。
蘇
我
臣
入
鹿
濁
謀
、
將
慶
上
宮
王
等
、
而
立
古
人
大
兄
、

爲
天
皇
。
子
時
、
有
童
謡
日
。
伊
波
能
杯
爾
、
古
佐
屡
渠
梅
野
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倶
、
渠
梅
多
傭
母
、
多
擬
底
騰
裏
曜
栖
、
歌
麻
之
之
能
鳥
臓
。

繭
餓
姫
庶
璃
ド
礫
鵬
誕
融
虹
等
。
是
月
。
茨
田
池
水
還
清
。

と
あ
り

、
十

一
月
丙
子
朔
の
山
背
大
兄
王

一
族
滅
亡
の
記
事
の
前

に

記
さ
れ
て
い
る
。

『書
紀
』
の
皇
極
二
年
(六
四
三
)
は
癸
卯
に
当
た

る
が
、

『書
紀
』
の
材
料

に
は

『補
閾
記
』
と
同
じ
く

「壬
辰
年
」

に
な

っ
て
い
た
の
で
、

一
〇
年
も
間
隔
が
あ
る
と
前
兆
の
意
味
が
分

か
ら

な
く
な
る
と
考
え
て
、
皇
極
元
年
以
来
の
天
候
や
天
文
記
事
が

あ
り
、

と
く
に
そ
れ
ら
の
異
変
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

上
宮

王
家
滅
亡
の
前
兆
と
理
解

し
て
そ
の
中
に
含
め
、
皇
極

二
年

十

一
月
丙
子
朔
条
の
前

に
置

い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は

「
壬
寅
年
」
を

一
年
繰
り
下
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『書
紀
』
と

『補

闘
記
』

と
を
比
較
す
る
と
、
内
容
が
共
通
す
る
か
ら
、
同
じ
材
料
に

よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥

・
ω

・
⑧
を
通
観
す
る
と
、
干
支
の
日
付
が
な
い
点
に
共
通
性

を
も
ち
、
聖
徳
太
子
に
関
係
す
る
が
法
隆
寺
系
統

の
も
の
で
は
な
い

ら
し
く
、
『補
闘
記
』

の
材
料
と
共
通
す
る
可
能
性
が
強

い
。

『補
閾
記
』
の
冒
頭
に
は
、

日
本
書
紀

・
暦
録
井
四
天
王
寺
聖
徳
王
傅
、
具
見
行
事
奇
異
之

状
、
未
盤
委
曲
、
憤
憤
不
勘
。
因
斯
略
訪
者
奮
、
兼
探
古
記
、

償
得
調
使

・
膳
臣
等
二
家
記
。
錐
大
抵
同
古
書
、
而
有
奇
説
、

不
可
捨
之
。
故
録
之
云
爾
。

と
、
材
料
の
書
名
五
種
を
記
し
て
る
が
、
法
隆
寺
の
名
は
挙
げ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
調
使
と
膳
臣
は
、
聖
徳

太
子
に
関
係
し
て
、
法
隆

寺
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
三
条
の
記
事

は
、
『
調
使
家
記
』
か

『
膳
臣
家
記
』
を
材
料
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
は
、
ω

に
は
、
屋
栖
古
が

「
難
破
」
で
卒
し
た
と
あ
る
か
ら
、
難
波

に
関
係

さ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
こ
に
い
う

「
四
天

王
寺
聖
徳
王
傅
」
を

『異

本
太
子
伝
』
(七
代
記
)
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

「本
記
」
の
材

料
ら
し
い
記
事
は
な
い
。
し
か
し
、
『
聖
徳

太
子
伝
暦
』
の
最
後
に
、

聖
徳
太
子
、
入
胎
之
始

・
在
世
之
行

・
麗
後
之
事
、
日
本
書
紀

・
在
四
天
王
寺
壁
聖
徳
太
子
傳
、
井
無
名
氏
撰
傳
補
閾
記
等
。

具
載
大
概
、
不
蓋
委
曲
。
而
今
逢
難
波
百
濟
寺
老
僧
出
古
老
録

傅
太
子
行
事
奇
縦
之
書
三
巻
、
與
四
巻
暦
録
、
比
按
年
暦
、
一
不

錯
誤
。
余
情
大
悦
、
載
此

一
暦
。
恐
以
言
不
輕
、
覧
者
致
晒
。

庶
不
遺
小
説
、
胎
彼
聖
蹟
。
壼
以
専
輯
潤
色
妙
徳
乎
。

と
見
え
る
う
ち
の

「
難
波
百
濟
寺
老
僧
出
古
老
録
傳
太
子
行
事
奇
縦

之
書
」
の
原
型
を
、
「本
記
」
の
材
料

の

一
つ
と
す
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
天
王
寺
の
周

辺
に
聖
徳
太
子
の
奇
跡
物

語
が
集
ま

っ
て
き
て
、

一
巻
に
書
継
が
れ
、
書
写

・
改
訂

・
増
補

・

削
除
な
ど
が
加
え
ら
れ
て
、
次
第
に

「
難
波
百
濟
寺
老
僧
出
古
老
録
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傳
太
子
行
事
奇
縦
之
書
」
を
形
成
し
、
最
後
に
は

『伝
暦
』
に
取
入

ら
れ
る
に
至
る
問

に
、
『
補
閾
記
』
や

「本
記
」
の
材
料
と
な

っ
た
も

の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
第

一
類
と

区
別
し
た
②
と
㈲
も
入

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

四

紀
伊
国
名
草
郡
大
伴
連
が
伝
え
た
記
事

「
本
記
」
の
最
後
に
あ
る
記
事
は
、

ω

孝
徳
天
皇
世
六
年
庚
戌
九
月
。
賜
大
花
上
位
也
。
春
秋
九
十

有
蝕
而
卒
也
。
⑫

と
あ
る
。
「
六
年
庚
戌
九
月
」
と
干
支
を
記
さ
な
い
か
ら
、
第
二
類

と
第
三
類
に
共
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
は

『書
紀
』
の
白
雑
元

年
(庚

戌

大
化
六
年

六
五
〇
)
に
当
る
が
、
『書
紀
』
を
は
じ
め
、

『補
閾
記
』
・
『伝
暦
』
な
ど

に
も
関
係
が

あ
り
そ
う
な
記
事

は
な

い
。
「
大
花
上
」
は
、
『書
紀
』

に
よ
る
と
、
前
年

の
大
化
五
年

(六

四
九
)
二
月
に
制
定
さ
れ
た
冠
位
な
の
で
、
年
代

に
矛
盾
は
な
い
。

こ
の
記
事
は
、
屋
栖
古
の
存
在
と
と
も
に
、
紀
伊
国
名
草
郡
大
伴

連
が
所

伝
を
も
と
に
記
述
し
た
と
し
て
差
支
え
あ
る
ま

い
。
白
雄
元

年
(
六
五
〇
)
に
九
〇
歳
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
生
年
は

『書
紀
』
の

欽
明
十
九
年

(五
六

一
)
に
な
る
か
ら
、
「敏
達
天
皇
之
代
」
の
元
年

(壬
辰

五
七
二
)
か
ら
十
四
年
(乙
巳

五
八
五
)
は
、
十
二
歳
か
ら

二
五
歳
の
間
に
な
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
年
長
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

年
齢
に
も
さ
し
て
矛
盾
は
な
い
。

し
か
し
、
紀
伊
国
名
草
郡
の
人
物
が
、
令
制
の
五
位
に
相
当
す
る

「
大
花
上
」
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
異
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

記
さ
れ
て
い
る

「大
信
」
は
、
確
実
な
類
例
を
見
な
い
が
、
あ
る
い

は
事
実
と
し
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し

「
孝
徳
天
皇
世
六
年

庚
戌
」
に
新
冠
位
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
正
六
位
相
当
の
大
山
上

が
限
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「本
記
」
か
ら

確
実

に
知
ら
れ
る
事
実

は
、
紀
伊
国
名
草
郡
に
本
拠
を
も

つ
大
伴
連
の
祖
先
に
、
六
世
紀
後

半
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
屋
栖
古

と
い
う
人
物
が
あ
っ
て
、

冠
位
十
二
階
の
う
ち

「
大
信
」
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し

い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

五

賛

景
戒
の
賛
に
は
、

ω

蟹
日
。
善
哉
大
部
氏
、
貴
仙
償
法
、
澄
情
致
忠
、
命
福
共
存
、

漣
世
元
天
。
武
振
萬
機
、
孝
縫
子
孫
。
諒
委
。
三
寳
験
徳
、
善

神
加
護
也
。
今
惟
推
之
、
逞
之
八
日
、
逢
鈷
鋒
者
、
當
宗
我
入

鹿
之
齪
也
。
八
日
者
、
八
年
也
。
妙
徳
菩
薩
者
、
文
殊
師
利
菩

薩
也
。
令
服

一
玉
者
、
令
免
…難
之
藥
也
。
黄
金
山
者
、
五
毫
山
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也
。
東
宮
者
、
日
本
國
也
。
還
宮
作
佛
者
、
勝
寳
鷹
真
聖
武
太

上
天
皇
、
生
干
日
本
國
、
作
寺
作
佛
也
。
爾
時
並
住
行
基
大
徳

者
、
文
殊
師
利
菩
薩
反
化
也
。
是
奇
異
事
　
。
⑬

と
あ

る
が
、
こ
の

「
賛
」
に
も

著
者
景
戒
の
文
章
は
少
な
く
、
「
本

記
」
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
思
わ
れ
る
。
隠
語
の
解
説
も
先

に
見
た

よ
う
に
、
景
戒
の
作
文

で
は
な
く
、
「本
記
」
に
解
説
が
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
⑧
に
お
い
て
聖
徳

太
子

の
予
知
能
力
を
記
し
た
、

太
子
敬
禮
而
日
。
是
東
宮
童
　
。
自
今
己
後
、
蓮
之
八
日
、
鷹

逢
鈷
鋒
。
願
服
仙
藥
。
比
丘
、
環
解

一
玉
、
授
之
、
令
呑
服
而

作
是
言
。
南
無
妙
徳
菩
薩
。
令
三
遍
諦
禮
。
自
彼
罷
下
。
皇
太

子
言
。
速
還
家
、
除
作
佛
塵
。
我
悔
過
畢
、
還
宮
作
佛
。

と
い
う
文
章
も
、
景
戒
の
作
文

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
自
己
の

作
文
を
解
説
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。

六

「
岩
崎
本
」
と

『
日
本
紀
略
』

『書
紀
』
の
古
写
本
の
多
く
と
、
東
洋
文
庫
所
蔵

「岩
崎
本
」
お

よ
び

『日
本
紀
略
』
と
で
は
、
す
で
に
刊
本

の
校
異

に
見
え
て
い
る

が
、
推
古
三
〇
年
か
ら
三
四
年
ま
で
の
配
列
が
異
な

っ
て
い
る
。

次
頁

の
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
通
行
本
で
は
、
推
古
三
〇
年

壬
午
六
二
二
)
が
空
白
で
、
三

一
年
(癸
未

六
一一三
)
に
は
月
朔
午
支

を
も

つ
記
事
は
な
い
。
三
二
年
(甲
申

六

二
四
)
に
は

「
夏
四
月
丙

午
朔
」
・
「九
月
甲
戌
朔
」
・
「冬
十
月
癸
卯
朔
」
の
四

つ
の
月
朔
干
支

が
あ
る
が
、
推
算
に
よ
る
と

「儀
鳳
暦
」
・
「元
嘉
暦
」
と
も
に
こ
の

年
に
は
な
い
月
朔
干
支
で
、
前
年
の
同
月

に
あ
る
。
同
様
に
三
三
年

(乙
酉

六
二
五
)
に
あ
る

「春
正
月
壬
申
朔
」
も
、
前
年
同
月
の
月

朔
干
支

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
四
年

(丙
戌

六
二
六
)
に

な
る

と
、
「
夏
五
月
戊
子
朔
」
が
あ

っ
て
推
算
と

一
致
し
て
い
る
。

な
お
、
推
古
三
六
年
(戊
子

六
二
八
)
に
は
別
種
の
誤
算
が
あ

っ

て
、
「春

二
月

戊
寅
朔
」
と

「
三
月

丁
未

朔
」
は

「
儀
鳳
暦
」
・
「元

嘉
暦
」
と
も
に
推
算
に
合
う
が
、
「
夏
四
月

壬
午
朔
」
は
前
年
五
月
、

「
秋
九
月
己
巳
朔
」
は
翌
年
八
月
と

一
〇
月
に
な
る
。
さ
ら
に
、

秋
九
月
己
巳
朔
戊
子
。
始
起
天
皇
喪
禮
。
是
時
、
群
臣
各
諌
於

殖
宮
。
先
是
、
天
皇
遺
詔
於
群
臣
日
。
比
年
五
穀
不
登
、
百
姓

太
飢
。
其
爲

朕
興
陵
、
以
忽
厚

葬
。
便
宜
葬
干

竹
田
皇
子
之

陵
。
壬
辰
。
葬
竹
田
皇
子
之
陵
。

と
あ

っ
て
、
野
明
即
位
前
紀
に
も
、

豊
御
食
屋
姫
天
皇
廿
九
年
、
皇
太
子
豊
聰
耳
尊
莞
、
而
未
立
皇

太
子
。
以
計
六
年
、
天
皇
崩
。
九
月
葬
禮
畢
之
。

と
あ
り
、
推
古
天
皇
の
葬
儀
は
と
も
に
九
月
と
さ
れ
て
い
る
。
「
己
巳
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西
暦

621622623624625626627826

干
圭

日

本

書

紀

流

布

本

日

本

書

紀

岩

崎

本

日

本

紀

略

壬午t辛 巳癸未甲申乙酉丙戌丁亥戊子

廿
九
年

淵

一
年

珊
二
年

冊
三
年

升
四
年

珊
五
年

珊
六
年

春
二
月
癸
丑
朔
癸
巳
・
是
月

・
是
歳

T
九
年

秋

七
月

・
是
歳

・
冬
十

一
月

・
自
春

至
秋

*
夏

四
月
丙
午
朔
戊
申

・
戊
午

・
壬

戌

・
*
秋
九
月
甲
戌
朔
丙
子

・
*
冬

十
月

癸
卯
朔

*
春
正
月
壬
申
朔
戊
寅

春
正
月

二

二
月

・
夏

五
月
戊
子
朔
丁

未

・
六
月

・
是
歳

春

二
月

・
夏
五
月

春

二
月
戊
寅
朔

甲
辰

・
三
月
丁
未
朔

戊
申

・
壬
子

・
癸
丑

・
*
夏
四
月
壬

午
朔
辛
卯

・
壬
申

・
*
秋
九
月
己
巳

朔
戌
子

・
*
壬
辰

茄

年

升

一
年

茄
二
年

計
三
年

光
五
年

淵
六
年

春
二
月
癸
丑
朔
癸
巳

・
是
月

・
是
歳

秋
七
月

・
是
歳

・
冬
十

一
月

・
自
春

至
秋

夏

四
月
丙
午
朔
戊
申

・
戊
午

・
壬
戌

・
秋

九
月
甲
戌
朔
丙
子

・
冬
十
月
癸

卯
朔

春
正
月
壬
申
朔
戊
寅

春
正
月

二
二
月

・
*
夏
五
月
戊
子
朔

丁
未

・
六
月

・
是
歳

春

二
月

・
夏

五
月

春

二
月
戊
寅
朔

甲
辰

・
三
月
丁
未
朔

戊
申

・
壬
子

・
癸
丑

・
*
夏
四
月

壬

午
朔
辛
卯

・
壬
申

・
*
秋
九
月
己
巳

朔
戊
子

・
*
壬
辰

廿
九
年

珊

年

光

一
年

計
二
年

珊
三
年

珊
四
年

珊
五
年

光
六
年

春
二
月
癸
丑
朔
癸
巳

秋

七
月

・
是

歳

・
冬
十

一
月

・
自
春

至
秋

夏
四
月
丙
午
朔
戊
申

・
戊
午

・
壬
戌

・
秋
九
月
甲
戌
朔
丙
子

春
正
月
壬
申
朔
戊
寅

春
正
月

・
三
月

・
夏
五
月
戊
子
朔
丁

未

・
六
月

・
是
歳

春

二
月

・
夏

五
月

春

二
月
戊
寅
朔
甲
辰

・
三
月
丁
未
朔

戊
申

・
壬
子

・
癸
丑

・
*
夏
四
月
壬

午
朔
辛
卯

・
壬
申

・
*
秋
九
月

己
巳

朔
戊
子

・
*
壬
辰

*印 は推算に合致 しない干支。
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朔
」
な
ら
ば
、
「
戊
子
」
は
二
〇
日
、
「
壬
辰
」
は
二
四
日
に
な
る
が
、
九

月
朔

の
干
支
を
推
算
し
て

「
丁
丑
」
と
す
る
と

「戊
子
」
も

「
壬
辰
」

も
八
月

か

一
〇
月
に
移
動
し
て
、
九
月
に
は
な
く
な
る
の
で
、
誤
算

の
理
由

は
か
な
り
複
雑
な
も
の
ら
し
く
、
前
記
と
は
異
な
り
今
の
と

こ
う
考

え
る
方
途
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
は
以
前
の
三
年

の
月
朔
干
支
と
は
区
別
し
て
お
き
た
い
。

「
岩
崎
本
」
は
、
干
支
の
矛
盾
に
気
付

い
た
ら
し
く
、
空
白
の
三

○
年
を
利
用
し
、
三
四
年
ま
で
を

一
年
つ

つ
繰
り
上
げ
て
、
三
四
年

を

空

白

と

し

て
矛

盾

の
解

消

を

計

っ
て

い
る
。

と

こ

ろ
が

、

三

四

年

の

「
夏
五
月
戊
子
朔
」
は

「儀
鳳
暦
」
・
「
元
嘉
暦
」
と
も
に
推
算
に



合
致
す

る
の
で
、
こ
れ
を
三
三
年
に
置
く
と
新
し
く
矛
盾
を
生
じ
て

い
る
。

『
日
本
紀
略
』
は
、
三

一
年
と
三
二
年
の
み
を

一
年
繰
り
上

げ
て
、
三
三
年
に
空
白
を
置

い
て
い
る
か
ら
、
干
支
の
矛
盾
は
解
消

し
て
い
る
。
『紀
略
』

の
底
本
に
正
し
く
訂
正

さ
れ
て
い
た
の
か
、

『
紀
略
』
の
編
者
が
綿
密
に
訂
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
六
年
に
っ

い
て
は
、
両
者
と
も
気
付
か
な
か

っ
た
の
か
、
訂
正
の
方
法
が
無
か

っ
た
の
か
、
そ
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「流
布
本
」
の
三
二
年

と

一
致
す

る

『比

曽
寺
縁
起
』
か
ら
出
た
記
事
を
も

つ

『
霊
異
記
』

の

「
興
福

寺
本
」

は

「
四
年
」
と

し
て

い
る
が
、
「国
会
図
書
館
本
」
や

「群

書
類
従
本
」
は

「
四
八
年
」
と

し
て
い
る

の
で
、
「興
福
寺
本
」

に

は
誤
脱

が
あ

っ
て
、
原
型
は

「
四
八
年
」
す
な
わ
ち

「
光
二
年
」
を

意
味

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
興
福
寺
本
」
は
、
尾
題
の
前

の

奥
書
に
、
延
喜
四
年
(九
〇
四
)
の
年
紀
が
見
え
る
が
、
大
屋
徳
城
は
、

　
　
　

「
興
福
寺
本
」
複
製
所
載
の

「
日
本
國
現
報
善
悪
璽
異
記

解
説
」

に
、

書
窟
の
年
代
に
就
て
考
ふ
る
に
、
巻
末
に

「延
喜
四
年
五
月
十

九
日
午
時
許
寓
己
畢
転
」
と
あ
り
て
、
極
め
て
明
か
な
る
が
如

き
も
、
そ
の
下
に
書
け
る
墜
行
の
註
文
は
草
禮
な
る
に
加

へ
、

　
　

カ
　

料

紙
に
破
瀾
あ
り

て
読
む
可

か
ら
ず
。
式
は

「
曽
β
奈

と
あ

口
」
と
訓
む
可
き
鰍
。
あ
字

の
下
は
破
燗
の
雨
端
に
些
少
の
残

書
あ
り
と
錐
も
、
そ
の
何
字
た
る
か
は
到
底
判
ず
可
か
ら
ず
。

極
め
て
難
解
な
り
。
初
の
二
字
を
斯

く
繹
し
て
、
こ
れ
を
扁
を

略
し
た
る
僧
都
の
略
字
な
り
と
観
る
時
は
、

「
僧
都
奈

と
あ

利
」
と
な
り
て
、
僧
都
某
法
騰
幾
歳

な
ど
あ
り
き
と
の
意
に
解

す
べ
き
鰍
。
書
爲
年
月
の
下
に
、
筆
者
の
名
あ
る
は
當
然
な
れ

ば
、
そ
の
筆
者
が
僧
都
な
り
し
と
の
事
は
強
ち
理
無
し
と
謂
ふ

可
ら
ず
。
又
當
時
繹
家
の
習
慣
と
し
て
、
或
は
文
字
の
扁
を
去

り
て
、
労
の
み
を
略
字
に
用
ひ
、
或

は
二
個
の
文
字
の
扁
と
労

と
を
合
し
て
略
字
と
す
る
の
類
は
屡
用
ひ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ

ば
、

決
し
て
有
り

得
可
か
ら
ざ
る
に
非
ず
。

斯
本
に
も

菩
薩

と
井
、
浬
桀
と
冊
冊
を
併
用
せ
り
。

さ
れ
ど
、
斯
く
解

す
る
結

果
は
、

斯
本
が
延
喜
の
妙
本
に
非
ず

し
て
、

そ
を
複
寓
し
た

る
後
本
と
爲
り
て
頗
る
重
大
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
讐
行
の
註

文
は
延
喜
の
紗
本
に
斯
文
字
あ
り
き

と
い
ふ
こ
と
を
標
示
す
れ

ば
な
り
。
談
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
や
。
何
れ
に
し
て
も
、
藤
原
時

代
の
紗
本
な
る
こ
と
は
疑
ひ
無
く
、
現
存
砂
本
中
こ
れ
に
並
ぶ

も
の
無
く
、
曽

っ
て
在
り
き
と
い
ふ
金
剛
三
昧
院
本

(奥
に
建

保
戴
年

甲
戌

六
月

日
酉
刻
許
書
爲
了

と
あ
り
)
に
比

す
る

も
、
遙
に
古
く
、
眞
に
海
内
無
隻
の
古
紗
と
謂
ふ
も
溢
美
に
非
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ず
。
尚
書
寓
年
代
に
關
し
て
は
、
誰
せ
る
假
名
字
膿

に
依
り
て

推
定
す
る
方
法
無
き
に
非
ず
と
錐
も
、
復
本
の
場
合
假
名
字
盤

を
原
本
の
儘
に
謄
寓
す
る
こ
と
も
可
能
な
れ
ば
、
そ
の
詮
無
き

に
似
た
り
。
加
之
、
そ
は
予
の
専
攻
す
る
に
遠
け
れ
ば
、
今
は

揮
り
て
述
べ
ず
。

と
記
し

て
い
る
。
割
書
き
の
文
字
が
判
読
し
か
ね
る
こ
と
と
、
字
体

に
よ
る
筆
写
年
代
推
実
が
困
難
で
あ
る
こ
と
と
の
弁
解
の
た
め
、
晦

渋
な
文
章
に
な

っ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
て
い
る
。

中
田
祝
夫
氏
は
、

延
喜
四
年
五
月
十
九
日
午
時
許
写
己
畢
毎

鎚
肱

(注
「草
々
」

了
は
後
世

の
模
写

の
文
字
で
判
読

し
が

た
い
。
〈
り
〉
は
破
損
。
)

と

し

て

お
ら

れ

る
が

、
「
や

や
後

に
複

写

し

た

も

の
」

と

し

て
、
書

写

　
　
　

年
代
に
異
論
は
な
い
。

「藤
原
時
代
」
と
か

「
や
や
後
」
と
す
る
の
は
不
明
確
で
あ
る
が
、

誤
写
に
よ
る
と
し
て
も
延
喜
四
年
(九
〇
四
)
の
写
本
に

「
四
年
」
の

文
字
が
あ
り
、
「国
会
図
書
館
本
」
な
ど
の
建
保
二
年

(
=

二

四
)

所
写
の

「
金
剛
三
昧
院
本
」
系
統
の
写
本
に
よ
り

「
四
八
年
」
と
訂

正
で
き
る
の
で
、
こ
の
三
字
は

『霊
異
記
』
が
著
作
さ
れ
た
八
世
紀

末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
ま
で
遡
る
と
い
い
う
る
。

も
し
、
「本
記
」
の
作
者
が

『書
紀
』

に
よ
っ
て
創
作

し
た
と
す

れ
ば
、
八
世
紀
後
半
の

『書
紀
』
に
は

「
淵
二
年
」
と
す
る
も
の
が

あ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
「本
記
」

の
作
者
が

『書
紀
』
に

で
は
な
く

『書
紀
』
の
材
料
と
共
通
す
る

『比
曽
寺
縁
起
』
に
よ

っ
た
と
す
る

と
、
さ
ら
に
遡

っ
て
そ
こ
に
は

「
四
八
年
」
す
な
わ
ち

「
茄
二
年
」

な
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『書
紀
』
の
年
紀
は
、

成
立
当
初
か
ら

「
茄
二
年
」
で
あ

っ
て
、
月
朔
干
支
の
推
算
に
誤
り

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
本
文
に

「光

一
年
」
と
す
る
の
は
、
「岩
崎

本
」
と

『紀
略
』
の
他
に
は
な
い
か
ら
、
「岩
崎
本
」
巻
二
二
は
最

古
の
写
本
で
は
あ
る
が
孤
本
で
あ

っ
て
、
月
朔
干
支
の
誤
り
に
気
が

付
い
て
訂
正
し
た
派
生
本
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

『比
曽
寺
縁
起
』
と
同
時

に

『書
紀
』

に
採
録
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
記
事
は
、
月
朔
干
支
を
も
た
な
い
記
事

に
つ
い
て
は
判
定
の
根
拠

が
な
い
が
、
『書
紀
』
推
古
三
三
年
に
、

春
正
月
壬
申
朔
戊
寅
。
高
麗
王
、
貢
僧
恵
灌
。
傍
任
僧
正
。

と
あ
る
の
は
、
前
年
正
月

の
干
支
を
記
し
て
い
る
う
え
に
、
三
二
年

に
設
置
さ
れ
た
と
す
る
僧
正
の
任
命
を
記

し
て
い
る
の
で
、
僧
綱
設

置

に
関
係
す
る
か
ら
、
や
は
り

『比
曽
寺
縁
起
』
か
ら
採
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
推
古
三
二
年
に
は
僧
尼
調
査
の
記
事
に
つ
づ
い
て
、
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冬

十
月
癸
卯
朔
。
大
臣
遣
阿
曇
連

舖
・
阿
倍
臣
摩
侶
二
臣
、
令

奏
天
皇
日
。
葛
城
縣
者
、
元
臣
之
本
居
也
。
故
因
其
縣
、
爲
姓

名
。
是
以
翼
之
、
常
得
其
縣
、
以
欲
爲
臣
之
封
縣
。
於
是
、
天

皇
詔
日
。
今
朕
則
自
蘇
我
出
之
。
大
臣
亦
爲
朕
勇
也
。
故
大
臣

之
言
、
夜
言
　
夜
不
明
、
日
言
　
則
日
不
晩
、
何
僻
不
用
。
然

當
今
朕
之
世
、
頓
失
是
縣
、
後
君
日
。
愚
療
婦
人
臨
天
下
、
以

頓

亡
其
縣
。

量
濁

朕
不
賢
耶
、

大
臣
亦
不
忠
。

是
後
葉
之
悪

名
。
則
不
聴
。

と
あ
る
。
こ
の
条
に
あ
る

「
阿
曇
連
舖
」
は
、
『比
曽
寺
縁
起
』
に
よ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
同
年
九
月
丙
子
条
と
共
通
し
て
い
る
。
お
そ
ら

く

『
比
曽
寺
縁
起
』
に
は
、
僧
尼
調
査
に
つ
づ

い
て
な
お
記
事
が
あ

り
馬
子

に
言
及
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が

『書
紀
』

に
採
録
さ
れ
た

と
か
思
わ
れ
る
。

『書
紀
』
推
古
三
四
年
に
は
、

夏

五
月
戊
子
朔
丁
未
。
大
臣
麗
。
価
葬
干
桃
原
墓
。
大
臣
則
稻

目
宿
禰
之
子
也
。
性
有
武
略
、
亦
有
癬
才
、
以
恭
敬
三
寳
。
家

飛
鳥
河
之
傍
。
乃
庭
中
開
小
池
、
価
開
小
嶋
於
池
中
。
故
時
人

日
嶋
大
臣
。

と
あ

っ
て
、
両
者
と
も
蘇
我
馬
子
に
関
係
す
る
の
で
、

一
連
の
記
事

の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
条
の
月
朔
干
支
は
推
算
の
位
置
に
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、

一
年
前
の
月
朔
干
支
を
記
す
条
と
は
採
録
の
時
期
を

こ
と
に
す
る
ら
し
く
、
別
個
の
材
料
に
よ
る
記
事
で
あ
ろ
う
。

推
古
三
二
年

一
〇
月
癸
卯
朔
条
は
、
馬
子
が
推
古
天
皇

に

「葛
城

縣
」
を
要
求
し
た
著
名
な
記
事
で
は
あ
る
が
、
『書
紀
』
に
採
録
さ

れ
た
時
期
が
新
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
真
否
の
判
断
に
は
慎
重
な
態

度
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

『書
紀
』
欽
明
十
四
年
五
月
戊
辰
朔
条
は
、
こ
れ
ま
で

『
比
曽
寺

縁
起
』
縁
起
か
ら
出

て
い
る

と
さ
れ
て
き
た
が
、
『
霊
異
記
』
上
巻

第
五
話
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
、
両
者
の
比
較

に
よ

っ

て
、
敏
達
十
四
年
六
月
条
の
分
註
と
、
推
古
三
二
年
四
月
戊
申
条

・

戊
午
条

・
九
月
丙
戌
条
、
三
二
年

一
〇
月
癸
卯
朔
条
、
三
三
年
正
月

戊
寅
条
も
、
『
比
曽
寺
縁
起
』
か
ら
出
て
い
る
か
と
考
え
る
に

い
た

っ
た
。
こ
の
う
ち
月
朔
干
支
が
な
い
敏
達
十
四
年
六
月
条
の
分
註
を

除
く
と
、
誤
算
し
て
前
年
の
月
朔
干
支
を
記
し
て
い
る

『書
紀
』
本

文
の
記
事
は
、
『比
曽
寺
縁
起
』
か
ら
出
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
複
数

の
材
料

に
よ
る
記
事
の
干
支

の
推
算
を
誤

っ
た
の
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

七

『
比
曽
寺
縁
起
』

『書
紀
』
推
古
三
二
年
の
僧
綱
設
置
記
事
は
、
井
上
光
貞
氏
に
よ
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っ
て
、
佛
教

の
半
自
律
的
統
制
機
関
が
成
立
す
る
課
程
を
示
す
と
高

　
　
　

く
評
価

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『比
曽
寺
縁
起
』
は

『
四
天
王
寺

縁
起
』

を
模
倣
し
て
い
て
、
『書
紀
』
が
成
立
し
た
養
老
四
年
(七
二

〇
)
よ
り
も
さ
ほ
ど
前
に
成
立
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

信
頼
度

に
疑
問
が
あ
る
。

『書
紀
』
と

『
霊
異
記
』

の
内
容
か
ら
考

え
る
と
、
寺
院
数
の
調
査
は
比
曽
寺
が
そ
の
中

に
含
ま
れ
て
い
て
、

推
古
朝

す
な
わ
ち
七
世
紀
前
半
に
存
在
し
て
い
た
と
主
張
す
る
意
図

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が

必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
『
続

日
本
紀
』
霊
亀
二
年
(七

一
六
)
五
月
庚
寅
条
に
、

庚
寅
。
詔
日
。
崇
錺
法
藏
、
粛
敬
爲
本
、
螢
修
佛
廟
、
清
浄
爲

先
。
卍今
聞
。

諸
國
寺
家
、
多
不
如
法
。

或
草
堂
始
關
、

孚
求

額

題
、
憧
幡
僅
施
、
即
訴
田
畝
。
或
房
舎
不
脩
、
馬
牛
翠
聚
、

門
庭
荒
廃
、
荊
棘
弥
生
、
遂
使
無
上
尊
像
永
蒙
塵
薇
、
甚
深
法

藏
不
免
風
雨
。
多
歴
年
代
、
絶
無
構
成
。
於
事
斜
量
、
極
乖
崇

敬
。
今
故
併
兼
敷
寺
、
合
成

一
匠
。
庶
幾
、
同
力
共
造
、
更
興

頽
法
。
諸
國
司
等
、
宜
明
告
國
師

・
衆
僧
及
檀
越
等
、
條
録
部

内
寺
家
可
合
井
財
物
、
附
使
奏
聞
。
又
聞
。
諸
國
寺
家
、
堂
塔

錐
成
、
僧
尼
莫
住
、
礼
佛
無
聞
。
檀
越
子
孫
、
惣
撮
田
畝
、
專

養
妻
子
、
不
供
衆
僧
。
因
作
諄
訟
、
誼
擾
國
郡
。
自
今
以
後
、

嚴

加
禁
断
。
其
所
有
財
物
田
園
、
並
須
國
師

・
衆
僧
及
國
司

・

檀
越
等
、
相
封
検
按
、
分
明
案
記
、
充
用
之
日
、
共
判
出
付
。

不
得
依
菖
、
檀
越
等
専
制
。
近
江
國
守
從
四
位
上
藤
原
朝
臣
武

智
麻
呂
言
。

部
内
諸
寺
、

多
割
堰
魑
、

元
不
造
脩
、

虚
上
名

籍
。
観
其
如
此
、
更
無
異
量
。
所
有

田
園
、
自
欲
專
利
。
若
不

匡
正
、
恐
致
滅
法
。
臣
等
商
量
、
人
能
弘
道
、
先
哲
格
言
。
閲

揚
佛
法
、
聖
朝
上
願
。
方
今
人
情
梢
薄
、
繹
教
陵
遅
、
非
濁
近

江
、
蝕
國
亦
ホ
。
望
遍
下
諸
國
、
革
弊
還
淳
、
更
張
弛
綱
、
仰

構
聖
願
。
許
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
の
併
合
と
資
財
帳

の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
時

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
『
比
曽
寺
縁
起
』
の
成
立
は
霊
亀
二
年
(七

一

六
)
が
上
限
と
な
る
。
比
曽
寺
は
、
推
古
朝

の
四
六
寺
の
内
に
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
併
合
を
免

れ
る
か
寺
田
の
確
保
を
意

図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
文
書
が
治
部
省
か
玄
蕃
寮
に
あ

っ
て
、
四
天
王
寺

・
法
隆
寺

・
坂
田
寺
な
ど

の
文
書
と
と
も
に
、
『書

紀
』

の
材
料

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
『書
紀
』
に
は
、
推
古
三
二
年

(六
二
三
)
に
僧
正

・
僧

都
、
三
三
年
(
六
二
四
)
に
僧
正
の
任
命
を
記
し
た
後
、
僧
綱
に
関
す

る
記
事
は
、
天
武
二
年
(六
七
三
)
十
二
月
戊
申
条
に
、

戊
申
。
以
義
成
僧
、
爲
小
僧
都
。
是
日
。
更
加
佐
官
二
僧
。
其

有
四
佐
官
、
始
起
干
此
時
也
。
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と
あ

る
ま
で
見
え
な
い
。
こ
の
条

に
よ
る
と
、
僧
綱
の
起
源
は
天
智

朝
に
遡

る
と
い
え
る
。
こ
の
間

に
、
大
化
元
年
(六
四
五
)
八
月
癸
卯

条
に
、癸

卯
。
遣
使
於
大
寺
、
喚
聚
僧
尼
而
詔
日
。
於
磯
城
嶋
宮
御
宇

天
皇
十
三
年
中
、
百
濟
明
王
奉
傳
佛
法
於
我
大
倭
。
是
時
、
群

臣
倶
不
欲
傳
。
而
蘇
我
稻
目
宿
禰
、
濁
信
其
法
。
天
皇
乃
詔
稻

目
宿
禰
、
使
奉
其
法
。
於
繹
語
田
宮
御
宇
天
皇
之
世
、
蘇
我
馬

子
宿
禰
、
追
遵
考
父
之
風
、
猶
重
能
仁
之
教
。
而
蝕
臣
不
信
、

此
典
幾
亡
。
天
皇
詔
馬
子
宿
禰
、
而

使
奉

其
法
。
於

小
墾
田

宮
御
宇
之
世
、
馬
子
宿
禰
、
奉
爲
天
皇
、
造
丈
六
繍
像

・
丈
六

銅
像
、
顕
揚
佛
教
、
恭
敬
僧
尼
。
朕
更
復
思
崇
正
教
、
光
啓
大

猷
。
故
以
沙
門
狛
大
法
師

・
福
亮

・
恵
雲

・
常
安

・
憲
雲

・
恵

至

・
寺
主
僧
曼

・
道
登

・
恵
隣

・
恵
妙
、
而
爲
十
師
。
別
以
恵

妙

法
師
、
爲
百
濟
寺
々
主
。
此
十
師
等
、
宜
能
教
導
衆
僧
、
修

行
繹
教
要
使
如
法
。
凡
自

天

皇
至

干
伴
造
、
所
造
之
寺
、
不

能
螢
者
、
朕
皆
助
作
。
今
舞
寺
司
等
與
寺
主
。
巡
行
諸
寺
、
験

僧
尼

・
奴
脾

・
田
畝
之
實
、
而
蓋
顯
奏
。
即
以
來
目
臣
綱

・
三

輪

色
夫
君

・
額
田
部
連
甥
爲
法
頭
。

と
あ

る
。

『
四
天
王
寺
縁
起
』
や
,『
坂
田
寺
縁
起
』
の
影
響
を
受
け

た
原
稿
に
、
道
慈

の
加
筆
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
記
事
な
の
で
、
全
て

を
信
頼
す
る
の
で
は
な
い
が
、
「
十
師
」
と

「
法
頭
」
が
任
命

さ
れ

て
い
る
の
は
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ま

『書
紀
』
が
記
す
と

こ
ろ
で
僧
綱
の
変
遷
を
図
示
す
る
と
、

推
古
三
二
年
(六
二
四
)

僧
正

・
僧
都

・
法
頭

↑

大

化

元

年
(六
四
五
)

十
師

・
法
頭

↑

天

武

二

年
(六
七
三
)

(僧
正
・大
僧
都
)
・
小
僧
都

.
佐
官

と
な
る
。
最
初
に
僧
正

・
僧
都
が
あ
り
、

い
っ
た
ん
十
師

・
法
頭
と

な

っ
た
あ
と
、
再
び
僧
正
以
下
が
置
か
れ
る
と
い
う
変
化
は
不
合
理

で
あ
る
。
大
化
元
年
(六
四
五
)
は
確
実

で
は
な
い
に
し
て
も
、
最
初

の
佛
教
統
制
機
関
が
僧
侶
と
俗
人
の

「
十
師

・
法
頭
」
で
構
成
さ
れ

て
、
そ
の
後
天
智
朝
の
末
ま
で
に
僧
侶
に
よ
る

「
僧
正

・
大
僧
都

.

小
僧
都

・
佐
官
」
を
備
え
た
僧
綱
が
設
置
さ
れ
、
俗
人
は
玄
蕃
寮
の

起
源
と
な
る
官
司
に
移

っ
た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

『比
曽
寺
縁
起
』
の
作
者
は
、
推
古
朝

に
僧
綱
が
あ

っ
た
と
す
る

た
め
に
、
「僧
正
」
と
俗
人
の

「
僧
都

・
法
頭
」
が
あ
る
原
始
的
な
僧

綱
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『書
紀
』
は
こ
れ
を
材
料
と
し
て

い
る
か
ら
、
推
古
朝
の
僧
綱
を
実
在
の
も

の
と
し
て
評
価
す
る
の
は

不
当
で
あ
る
。

『比
曽
寺
縁
起
』
に
は
、
さ
ら
に
蘇
我
馬
子
が
葛
城
県
を
求
め
た
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記
事
が

あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
だ
け
で
は

『比
曽
寺
縁
起
』
の
結
末

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
山
背
大
兄
王

一
族

の
滅
亡
や
蘇
我

氏
滅
亡

な
ど
の
記
事
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

な

お
、
『書
紀
』
欽
明
十
四
年
五
月
戊
辰
朔
条
に
は
、
「
河
内
國
泉

郡
」
と
あ

っ
て
、
「和
泉
」
の

「和
」
が
脱
落
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
「書
紀
」
の
材
料
に
な
っ
た

『比
曽
寺
縁
起
』

の
文
字
を
伝
え

て
い
る
ら
し
い
。
大
宝
元
年
(七
〇

一
)
の

『大
宝
令
』
制
定
以
後

の

「
河
内
國
」
と
、
和
銅
六
年
(七

=
二
)
の
地
名
用
字

の
改
訂
以
前

の

「泉
郡
」
を
使
用
し
て
い
る
。
『比
曽
寺
縁
起
』
の
成
立
を
こ
の
間
と

す
る
見
解
も
あ
ろ
う
が
、
制
度
上
の
用
字
は
、
上
限
に
は
な
り
得

て

も
下
限

に
は
な
り
が
た
い
。
『比
曽
寺
縁
起
』
は
、
用
字
改
訂
に
近

い

霊
亀

二
年
(
七

一
六
)
以
後
に
成
立
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

八

「
本
記
」
の
成
立

最
初

に
も
述
べ
た
が
、
上
巻
第
五
話
の
冒
頭
に
、

大
花
位
大
部
屋
栖
野
古
連
公
者
、
紀
伊
國
名
草
郡
宇
治
大
伴
連

先
祖
也
。
天
年
澄
情
、
重
尊
三
寳
。
案
本
記
日
。
①

と
あ
る
よ
う
に
、
『
霊
異
記
』

の
著
者
景
戒
は
、
「本
記
」
を
材
料
に

し
て
、

こ
の
説
話
を
採
録
し
て
い
る
。
内
容
か
ら
見
る
と
、
「本
記
」

は

「
屋
栖
古
」
の
伝
記
説
話

を
ふ
く
み
、
「
宇
治
大
伴
連
」
の
先
祖

に
関
す
る
記
録
か
と
思
わ
れ
る
。

「
本
記
」
の
成
立
は
、
文
中
の

「
播
磨
國
水
田
二
百
七
十
三
町
五

段
蝕
」
が
、
天
平
十
八
年
(七
四
六
)
に
起
草
さ
れ
た

『法
隆
寺
伽
藍

縁
起
井
流
記
資
財
帳
』

の
田
積

よ
り
も
増
加
し
て

い
る
か
ら
、
「
本

記
」
の
田
積
は
遅
れ
て
八
世
紀
後
半
の
も

の
で
あ
る
。

田
積
は
、
書
改
め
ら
れ
る
理
由
が
な
い
の
で
、
景
戒
の
手
が
入
ら

ず
に
、
「本
記
」
の
数
値
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
年

代
の
確
実
な
上
限
を
示
し
て
い
る
。
「本
記
」
は
、
天
平
十
八
年
(七

四
六
)
よ
り
降
り
景
戒
が

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
の
序
に
記
し
た

「延

暦
六
年
」
(七
八
七
)
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑥
ω
に
見
え
る

「
和
泉
國
」
は
、
霊
亀

二
年
(
七

一
六
)
か
ら
天
平

十
二
年
(七
四
〇
)
ま
で

「和
泉
監
」
と
さ
れ
て
い
て
、
『
続
日
本
紀
』

天
平
宝
字
元
年
(七
五
七
)
五
月
乙
卯
条
に
、

乙
卯
。
(中
略
)
其
能
登

・
安
房

・
和
泉
等
國
依
蕾
分
立
。

と
あ
る
の
が
上
限
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
並
記
の
便
宜
に
よ
っ
た
の

か
、
監
と
国
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
養
老
六
年
(七
二
二
)

三
月
戊
申
条
に
は
、

戊
申
。
以
正
四
位
下
阿
倍
朝
臣
廣
庭
、
知
河
内
和
泉
事
。

と
あ
り
、
天
平
四
年
(七
三
二
)
二
月
乙
未
条
に
も
、

乙
未
。
中
納
言
從
三
位
兼
催
造
宮
長
官
知
河
内
和
泉
等
國
事
阿
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倍
朝
臣
廣
庭
莞
。
右
大
臣
從

二
位
御
主
人
之
子
也
。

と
あ

っ
て
、
こ
こ
も
同
様
に
監
と
国
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
こ
の

間
、
神

亀
元
年
(七
二
四
)
一
〇
月
丁
未
条

に
、

丁
未
。
行
還
至
和
泉
國
所
石
頓
宮
。

(下
略
)

と
あ
る
の
は
追
記
で
あ
ろ
う
が
、
國
と
監
の
区
別
を
厳
密
に
し
な
い

当
時
の
用
例
か
も
し
れ
な
い
。

天
平
勝
宝
元
年
(七
四
九
)

二
月
丁
酉
条
の
行
基
の
卒
伝
に
は
、

丁
酉
。
大
僧
正
行
基
和
尚
遷
化
。
和
尚
藥
師
寺
僧
。
俗
姓
高
志

氏
、
和
泉
國
人
。
和
尚
、
眞
粋
天
挺
、
徳
範
夙
彰
。
初
出
家
、

讃
鍮
伽
唯
識
論
、
即
了
其
意
。
既
而
、
周
遊
都
鄙
、
教
化
衆
生
。

道
俗
慕
化
追
從
者
、
動
以
千
敷
。
所
行
之
庭
、
聞
和
尚
來
、
巷

元
居
人
、
争
來
礼
拝
。
随
器
誘
導
、
域
趣
干
善
。
又
、
親
攣
弟

子
等
、
於
諸
要
害
威
、
造
橋
造
破
。
見
聞
所
及
、
威
來
加
功
、

不
日
而
成
。
百
姓
至
今
、
蒙
其
利
焉
。
豊
櫻
彦
天
皇
、
甚
敬
重

焉
。
詔
授
大
僧
正
之
位
、
井
施
四
百
人
出
家
。
和
尚
、
塞
異
神

験
、
-鯛
類
而
多
。
時
人
号
日
行
基
菩
薩
。
留
止
之
威
、
皆
建
道

場
。
其
畿
内
凡
茄
九
虜
。
諸
道
亦
往
々
而
在
。
弟
子
相
縫
、
皆

守
遺
法
、
至
今
住
持
焉
。
莞
時
年
八
十
。

と
あ
る
が
、
行
基
の
伝
記
の
材
料
は
、
い
わ
ゆ
る
行
基
建
立
珊
九
院

に
言
及

し
て
い
る
の
で
、
宝
亀
四
年
(七
七
三
)十

一
月
辛
卯
条

に
、

辛
卯
。
勅
。
故
大
僧
正
行
基
法
師
、
戒
行
具
足
、
智
徳
兼
備
。

先
代
之
所
推
仰
、
後
生
以
爲
耳
目
。
其
修
行
之
院
、
惣
珊
蝕
威
、

或
先
朝
之
日
、
有
施
入
之
田
、
或
本
有
田
園
、
供
養
得
濟
。
但

其
六
院
、
未
預
施
例
。
由
藪
、
法
藏

浬
塵
、
無
復
住
持
之
徒
、

精
舎
荒
涼
、
空
蝕
坐
暉
之
跡
。
弘
道
由
人
、
實
合
漿
働
。
宜
大

和
國

菩
提

・
登

美

・
生
馬
、

河
内
國

石
凝
、
和
泉
國
高
渚
五

院
、
各
捨
當
郡
田
三
町
。
河
内
國
山
埼
院
二
町
。
所
翼
、
眞
笙

秘
典
、
永
沿
東
流
、
金
輪
寳
位
、
恒
齊
北
極
、
風
雨
順
時
、
年

穀
豊
稔
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
宝
亀
四
年
(七
七
三
)
以
前
、
天
平
宝
字
元
年
(
七

五
七
)
に
和
泉
國
が
成
立
し
た
後

に
、
水
田
の
施
入
を
要
望
し
て
、

珊
九
院

に
言
及
し
作
成
し
た
文
書
で
あ
ろ
う
。
行
基
の
伝
記
の

「
和

和
國
」
は
、
死
亡
当
時
の
用
例
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
確
実
で
は
な
い
に
し
て
も
、
「和
泉
國
」
の

用
字
は

「和
泉
監
」
が
設
置
さ
れ
た
霊
亀

二
年
(七

一
六
)
ま
で
遡
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
使
用
時
期
の
上
限
確
定
は
困
難
で
あ
る
と
い

え
る
。
ま
た
、
「大
僧
正
」
も

「
和
泉
國
」
も
、
『比
曽
寺
縁
起
」
の

伝
写
の
間
に
改
変
を
受
け
た
か
も
知
れ
な

い
し
、
『
日
本
霊
異
記
』
の

著
者
で
あ
る
景
戒
が
書
替
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「本

記
」
の
成
立
の

一
応
の
目
安
と
し
て
、
和
泉
國
が
設
置
さ
れ
た
天
平
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宝
字
元
年
(七
五
七
)
を
考
え
て
、
そ
れ
以
降
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
先
祖
の
伝
記
や
記
録
を
作
る
の
は
、
氏
の
先
祖
を
称

揚
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
宇
治
大
伴
連
」
の
処
遇
を
改
善
し
よ
う
と

す
る
目
的
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
記
録
は
上

申
文
書

「
解
」
の
形
式
を
と

っ
て
提
出
さ
れ
、
改
氏

・
改
姓
あ
る
い

は
譜
第

の
確
認
を
求
め
、
ま
た
は
郡
司
な
ど

へ
の
任
用
を
求
め
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
本
記
」
の
材
料
は
、
第

一
類
②
と
㈲
が

『書
紀
』

の
抄
本
ま
た

は

『
坂
田
寺
縁
起
』
、
第

二
類
の
⑥
と
④
が

『比
曽
寺
縁
起
』
、
第
三

類
の
⑥

・
qD

・
⑧
が

『補
閾
記
』
の
成
立
と
関
係
す
る
四
天
王
寺
周

辺
の
説
話
、
ω
が

「
本
記
」
作
者
の
も

っ
て
い
た
紀
伊
国
名
草
郡
の

大
伴
連
氏
の
伝
承
か
創
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
第

一
類

㈲

・
㈲
も
断
片
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
第
三
類
⑥

・
ω

・
⑧
に
加
わ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

平
城
京
か
ら
南
行
し
て
飛
鳥
に
い
た
り
、
坂
田
寺
付
近
を
さ
ら
に

南
に
進

ん
で
、
芋
峠
を
越
せ
ば
比
曽
寺
付
近
に
出
る
。
そ
こ
か
ら
吉

野
川

・
紀

ノ
川
に
沿

っ
て
下
れ
ば
、
紀
伊
国
名
草
郡
に
着
く
。
紀
伊

国
名
草
郡
か
ら
北
上
す
れ
ば
、
海
路

・
陸
路
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
難

波
に
い
た
る
。
宇
治
大
伴
連
が
平
城
京
や
難
波
と
往
復
す
る
間
に
、

『比
曽
寺
縁
起
』
や

『
坂
田
寺
縁
起
』
を
入
手
し
た
可
能
性
は
充
分

考

え

ら

れ

、

あ

る
。

四
天
王
寺
周
辺
の
説
話
群

に
接
触
す
る
こ
と
も
可
能
で

〔
註
〕

(
1
)

内

田
正
男
編
著

『
日
本
書
紀
暦
日
原
典
』
(『
雄
山
閣
、
一
九

七
八
年
)
。

(
2
)

水
野
柳
太
郎

「
日
本
書
紀

と

元
興
寺
縁
起
」
(
田
村
圓
澄
先
生

古
希

記
念
会
編

『
東
ア
ジ

ア
と
日
本
』
歴
史
編
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七

年
)
。

(
3
)

福
山
敏
男

「
比
蘇
寺
」

(『奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
綜
芸
舎
、

一
九

七

八
年
)
。

(
4
)

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
(古
典
保
存
会
、

一
九

二
八
年
)。

(
5
)

荻
野
三
七
彦

「
法
皇
帝
説
書
写
年
代
に
関
す
る
新
資
料

附
、
法
隆

寺
北
斗
曼
陀
羅
関
係
の
古
文
書
」
(『
書
説
』
四
七
号
、

一
九
四
〇
年
)
。

(6
)

家
永

三
郎

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説

の
研
究
』
増
訂
版
、

三
省
堂
、

一

九
七
〇
年
)
。

(7
)

『
日
本
國
現
報
善
悪

蜜
異
記
』

(便
利
堂
、

一
九
三
四
年
)
。

(8
)

中
田
祝
夫
校
注

・
訳

『
日
本
霊
異
記
』

(
『日
本
古
典
文
学
全
集
』
6

小
学
館
、

一
九
七
五
年
)
。

(
9
)

井
上
光
貞

「
日
本

に
お
け
る
仏
教
統
制
機
関

の
確

立
過
程
」

(『
日
本

古
代
国
家

の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
)
。

一26一


